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令和３年６月24日（木曜日）

午前９時57分開会

会議に付託された議案等

○議案第１号 令和３年度宮崎県一般会計補正予

算（第６号）

○議案第11号 宮崎県営住宅の設置及び管理に関

する条例の一部を改正する条例

○議案第14号 工事請負契約の変更について

○議案第15号 工事請負契約の変更について

○議案第16号 工事請負契約の変更について

○議案第17号 工事請負契約の変更について

○請願第３号 「労働者に対する支援の抜本的

拡充を求める意見書」の採択を

求める請願

○商工観光振興対策及び土木行政の推進に関す

る調査

○報告事項

・令和２年度宮崎県繰越明許費繰越計算書

・令和２年度宮崎県事故繰越し繰越計算書

・損害賠償額を定めたことについて

・県営住宅の管理上必要な訴えの提起、和解及

び調停について

○その他報告事項

・宮崎カーフェリー株式会社の経営状況等につ

いて

・第11次宮崎県職業能力開発計画の策定スケジ

ュールの見直しについて

・令和２年度の企業立地の状況について

・スポーツキャンプ・合宿の状況について

・宮崎県新広域道路計画の策定について

・次期指定管理者の選定について

・高速道路等の整備状況と主な課題について

出席委員（８人）

委 員 長 日 髙 陽 一

副 委 員 長 太 田 清 海

委 員 坂 口 博 美

委 員 濵 砂 守

委 員 二 見 康 之

委 員 窪 薗 辰 也

委 員 来 住 一 人

委 員 有 岡 浩 一

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

商工観光労働部

商工観光労働部長 横 山 浩 文

商工観光労働部次長 丸 山 裕太郎

企業立地推進局長 山 下 弘

観光経済交流局長 横 山 直 樹

商 工 政 策 課 長 児 玉 浩 明

経営金融支援室長 海 野 由 憲

企 業 振 興 課 長 串 間 俊 也

食品・メディカル産業
阿 萬 慎 治

推 進 室 長

雇用労働政策課長 兒 玉 洋 一

企 業 立 地 課 長 大 衛 正 直

観 光 推 進 課 長 飯 塚 実

スポーツランド推進室長 中 尾 慶一郎

オールみやざき営業課長 吉 田 秀 樹

県土整備部

県 土 整 備 部 長 西 田 員 敏

県土整備部次長
中 嶋 亮

（ 総 括 ）

県土整備部次長
森 英 彦

(道路･河川･港湾担当)

令和３年６月24日(木)
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県土整備部次長
原 口 耕 治

(都市計画･建築担当)

高速道対策局長 廣 松 新

部参事兼管理課長 児 玉 憲 明

用 地 対 策 課 長 伊 豆 雅 広

技 術 企 画 課 長 桑 畑 正 仁

工 事 検 査 課 長 斉 藤 幸 男

道 路 建 設 課 長 加 行 孝

道 路 保 全 課 長 東 和 俊

河 川 課 長 小 牧 利 一

ダ ム 対 策 監 松 山 英 雄

砂 防 課 長 行 田 明 生

港 湾 課 長 鈴 木 宣 生

空 港 ・ ポ ー ト
大 浦 浩一朗

セールス対策監

都 市 計 画 課 長 梅 下 利 幸

美しい宮崎づくり
黒 木 正 行

推 進 室 長

建 築 住 宅 課 長 金 子 倫 和

営 繕 課 長 巢 山 昌 博

設 備 室 長 日 髙 誠

高速道対策局次長 伊 福 隆 徳

事務局職員出席者

政策調査課主幹 田 辺 幸 信

議事課主任主事 牛ノ濵 晋 也

○日髙委員長 ただいまから商工建設常任委員

会を開会いたします。

まず、本日の委員会の日程についてでありま

す。

日程案につきましては、お手元の配付のとお

りでありますが、御異議ありませんでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○日髙委員長 それでは、そのように決定いた

します。

執行部の入室のために、暫時休憩をいたしま

す。

午前９時57分休憩

午前10時00分再開

○日髙委員長 委員会を再開いたします。

それでは、本委員会に付託されました議案等

について、説明を求めます。

なお、委員の質疑は、執行部の説明が全て終

了した後にお願いをいたします。

○横山商工観光労働部長 商工観光労働部でご

ざいます。どうぞよろしくお願いいたします。

新型コロナ第４波が一段落をしておりまして、

現在、黄色圏域や緑圏域となっているところで

ありまして、先日21日からは、県民県内旅行割

引事業であります、ジモ・ミヤ・タビキャンペ

ーンも再開をいたしました。

私どもとしましては、感染症の状況を常に注

視しまして、福祉保健部とも連携を図りながら、

県内事業者の下支えや経済の再始動に取り組ん

でまいりたいと考えておりますので、委員の皆

様の御指導のほどよろしくお願い申し上げます。

では、座って説明をさせていただきます。

委員会資料の表紙の下にございます目次を御

覧ください。

本日は、まず、ローマ数字のⅠ、新型コロナ

関連の６月補正予算案、ローマ数字のⅡ、繰越

明許費繰越計算書につきまして御説明をさせて

いただいた後に、その他報告事項としまして、

宮崎カーフェリー株式会社の経営状況等につい

て、第11次宮崎県職業能力開発計画の策定スケ

ジュールの見直しについて、令和２年度の企業

立地の状況について、スポーツキャンプ・合宿

の状況についての４点を報告させていただきま

す。
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どうぞよろしくお願いをいたします。

それでは、資料の１ページを御覧ください。

議案第１号「令和３年度宮崎県一般会計補正

予算（第６号）」でございます。

商工観光労働部の一般会計歳出につきまして、

表の左から補正前の額577億1,172万5,000円に補

正額20億1,136万3,000円を増額し、補正後の額

が597億2,308万8,000円となります。

２ページには、各課ごとの予算額を一覧表で

掲載させていただいております。

６月補正予算案のポイント、それぞれの事業

につきましては、担当課長から説明をさせます

ので、どうぞよろしくお願いいたします。

以上でございます。

○児玉商工政策課長 初めに、個別の予算議案

の説明に先立ちまして、私のほうから商工観光

労働部の新型コロナウイルス感染症関連の取組

について、特に、５月にお認めいただいた専決

処分及び補正予算、並びに今回提出させていた

だいております６月補正予算案について、概要

を御説明いたします。

常任委員会資料の３ページをお願いします。

当部では、令和２年度予算からの繰越分も含

め、４月までに約68億円の新型コロナ関連予算

を措置してきたところです。

去る、４月23日に、国の新型コロナウイルス

感染症対応地方創生臨時交付金に事業者支援分

が創設されましたことを踏まえまして、５月以

降、４つの柱で事業を組み立てております。

１つ目は、事業継続と雇用維持のためのセー

フティーネット強化に約19億円、２つ目は、コ

ロナ下の経済活動を支える安全、安心の環境整

備に約15億8,000万円、３つ目として、感染状況

が比較的落ち着いた段階における経済活動再開

後の需要回復対策に約７億1,000万円、４つ目と

して、新型コロナがもたらした様々な産業構造

の変化に対応し、経済の再生と成長につながる

取組の支援に約５億3,000万円を計上しておりま

す。

資料の４ページに当部の感染症対策予算を表

にまとめております。

令和２年度からの繰越し及び令和３年度当初

予算、さらには今回お願いしております６月補

正予算案まで含めますと、合計で約115億2,000

万円になります。

それでは引き続き、議案第１号「令和３年度

宮崎県一般会計補正予算（第６号）」について、

御説明いたします。

お手元の令和３年度６月補正、歳出予算説明

資料の青いインデックス、商工政策課のとこ

ろ、79ページをお開きください。

補正額は、左から２列目の補正額の欄にあり

ますとおり、一般会計5,926万6,000円の増額補

正をお願いするものです。

補正後の一般会計の額は、右から３列目の欄

にありますとおり、474億3,561万8,000円となり

ます。

ページをめくっていただきまして、81ページ

をお開きください。

補正の内容ですが、（事項）中小商業活性化事

業費につきまして、説明欄に記載しております

が、１本の改善事業とあと２本の新規事業をお

願いするものであります。

事業の詳細につきましては、常任委員会資料

で御説明いたします。

恐れ入りますが、常任委員会資料の７ページ

をお願いいたします。

改善事業、インターネット販売成長促進事業

であります。

１の事業の目的・背景ですが、コロナ禍を契
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機に拡大が続くインターネット販売市場への新

規参入を増やすため、新規出店する事業者の初

期費用の一部を新たに支援するほか、新規出店

者も集めたウェブ物産展を開催したいと考えて

おります。

２の事業の概要ですが、1,673万5,000円の増

額補正をお願いしており、補正後の予算額

は2,125万7,000円となります。財源は国庫を活

用したいと考えております。

主な改善点でありますが、（５）の②、⑤、⑥

の事業を追加し、②の新規の出店支援と⑤のウェ

ブ物産展開催を企画コンペで選定した民間事業

者に委託して実施したいと考えております。

３の事業の効果でありますが、この事業によ

り、県内事業者のインターネット販売市場への

出店を促進するとともに、事業者の売上げ増加

を図りたいと考えております。

次に、資料の８ページをお願いいたします。

新規事業、みやざき商店街活性化支援強化事

業であります。

１の事業の目的・背景ですが、新型コロナの

影響により、県内の商店街においては、来客や

売上げの減少など、大きな打撃を受けておりま

す。そうした中で、１番下の米印に参考で記載

しておりますが、国は、商店街の活性化のため、

Ｇо Ｔо商店街事業を用意しているんですけ

れども、県内での活用は昨年度１件にとどまっ

ております。

このため、２の事業概要の（５）ですが、商

店街の実態をヒアリングし、活性化するための

プランの策定と、プラン実現に向けた専門家の

派遣等を通じて、Ｇо Ｔо商店街事業の活用

事例を増やすとともに、取組効果を検証し、県

内商店街に波及させたいと考えております。予

算額は、1,253万1,000円で、財源は国庫を活用

したいと考えております。

３の事業の効果ですが、商店街活性化プラン

の策定等を通じて、商店街のにぎわい回復につ

なげたいと考えております。

次に、資料の９ページをお願いします。

新規事業、キャッシュレス版地域内経済循環

支援事業であります。

１の事業の目的・背景ですが、人口減少によ

る労働力不足が見込まれる中、キャッシュレス

決済は店舗業務の効率化につながるほか、現金

に触れないため衛生的であるなど、新型コロナ

対策の一つとしても普及が望まれています。

このため、地域内で利用できる地域通貨ポイ

ントの導入など、キャッシュレス化に取り組む

モデル的な市町村の取組を支援し、その取組効

果を他市町村に波及させたいと考えております。

２の事業概要の（１）のとおり、予算額は3,000

万円、財源は国庫を活用したいと考えておりま

す。

（５）の事業内容ですが、市町村のキャッシュ

レス推進に係る経費等を補助するもので、補助

率は２分の１以内と考えております。

３の事業の効果としましては、市町村のモデ

ル的な取組を支援することで、その取組効果を

他市町村へ波及させ、さらなるキャッシュレス

化の推進を図りたいと考えております。

私からの説明は以上であります。

○串間企業振興課長 企業振興課の６月補正予

算について御説明いたします。

歳出予算説明資料の企業振興課のインデック

スのところ、83ページをお願いします。

今回の補正額は、左から２列目の補正額の欄

にありますように、４億8,200万の増額をお願い

しております。補正後の額は、右から３列目に

ありますとおり、17億6,164万9,000円となりま
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す。

85ページをお願いします。

１つ目の（事項）新事業・新分野進出支援事

業費の説明欄の新規事業、ポストコロナを見据

えたものづくり企業技術力向上促進事業及び、

その下の（事項）地域企業再起支援事業費の説

明欄１、地域中小企業等新事業構築支援事業と、

説明欄２のものづくり企業生産設備等改修支援

事業につきましては、別冊の常任委員会資料で

まとめて説明させていただきます。

常任委員会資料の10ページをお願いいたしま

す。

ものづくり企業等の成長に向けた支援という

ことで、３つの事業をお願いしております。

１の事業の目的・背景でございますが、新型

コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、

デジタル化の加速や市場拡大などの環境変化に

対応し、新たな成長へとつなげていく県内企業

の取組を支援するものであります。

２の事業の概要でありますが、予算額は、３

つの事業合計で４億8,200万をお願いしておりま

して、（２）の財源につきましては、国庫を活用

いたします。

（５）の事業内容でありますけれども、１つ

目に、新事業転換サポートとして、経営課題の

分析や事業計画の策定などに取り組む企業に対

しまして、専門家の派遣を行います。

次に、新事業構築支援といたしまして、コロ

ナ禍における新たな事業展開や医療関連機器の

開発、ＩＣＴ技術の導入等に要する経費の補助

を行います。

次に、ものづくり企業生産設備等改修支援と

しまして、コロナ対策としての生産設備等の改

修に要する経費の補助。

最後に、ものづくり企業技術力向上支援とい

たしまして、公設の試験研究機関等と連携いた

しました技術力向上を図る取組に対する経費を

補助することとしております。

補助率等につきましては、記載のとおりでご

ざいます。

説明は以上でございます。

○兒玉雇用労働政策課長 雇用労働政策課の補

正予算について、御説明をいたします。

お手元の歳出予算説明資料の雇用労働政策課

のインデックスのところ、87ページをお開きく

ださい。

今回の補正は、６億2,770万2,000円の増額補

正をお願いしておりまして、補正後の額は、右

から３番目の欄にありますように、20億636

万7,000円となります。

89ページをお開きください。

（事項）地域雇用対策推進費の説明欄のとこ

ろ、１（１）の新規事業、外国人技能実習生等

受入事業者支援事業、２の改善事業、離職者等

採用企業支援事業、その下の（事項）労働調査

広報費の説明欄１のところ、新規事業、緊急雇

用維持支援事業の３事業でございますが、別冊

の常任委員会資料で御説明をさせていただきま

す。

常任委員会資料の11ページをお開きください。

まず、新規事業、外国人技能実習生等受入事

業者支援事業でございます。

１の事業の目的・背景でありますが、国の新

型コロナウイルス感染症の水際対策の措置に伴

い、入国後の待機期間中の宿泊費や交通費など

の経費は、外国人技能実習生、特定技能外国人

を受け入れる県内事業者、監理団体が負担する

こととなります。この事業者等の負担軽減を図

ることを目的とするものでございます。

次に、２の事業の概要ですが、予算額は（１）
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のとおり、7,555万1,000円をお願いしておりま

して、全額国庫でございます。

（５）の事業内容のとおり、県内事業者や監

理団体が負担した外国人技能実習生等の宿泊費、

交通費等について、３分の２を補助する宮崎県

中小企業団体中央会に対し、補助金を交付する

ものであります。

次に、12ページの改善事業、離職者等採用企

業支援事業であります。

１の事業の目的・背景でありますが、長引く

新型コロナウイルス感染症の影響により、企業

は事業の縮小や休止など大きな打撃を受けてい

る中、一層の経営悪化により解雇や廃業の増加

が危惧されるところであります。離職等を余儀

なくされた方の再就職に向けた環境は厳しい状

況にありますことから、企業の採用意欲低下を

防ぐことにより、コロナ関係離職者等の雇用機

会の確保と早期就労を図るものであります。

次に、２の事業の概要でありますが、予算額

は（１）のとおり、3,295万1,000円をお願いし

ておりまして、全額国庫でございます。

（５）の事業内容のとおり、コロナ関連離職

者等を正規雇用労働者として雇用した企業に対

して、採用者１人につきまして、20万円を給付

するものであります。

次に、13ページの新規事業、緊急雇用維持支

援事業であります。

１の事業の目的・背景でありますが、コロナ

禍において、多くの事業者が、国の雇用調整助

成金、または、パートなどを対象にいたしまし

た緊急雇用安定助成金を活用しながら、雇用の

維持を図っておりますが、５月以降、助成率の

引下げ等が行われ、さらに、休業されている労

働者についても、社会保険料などの事業主負担

は継続することから、経営状況は一層厳しさを

増すものと考えております。このため、一定の

支援を行うことで、事業の継続、雇用の維持を

後押ししようとするものであります。

次に、２の事業の概要でありますが、予算額

は（１）のとおり、５億1,920万円をお願いして

おりまして、国庫でございます。

（５）の事業内容のとおり、雇用調整助成金

等の支給決定を受けた事業者に、５月分から８

月分までの支給決定額の10分の１相当額を給付

するものであります。

当課の説明は以上でございます。

○飯塚観光推進課長 観光推進課の補正予算に

ついて御説明いたします。

お手元の歳出予算説明資料91ページをお開き

ください。

一般会計で、７億4,439万5,000円の補正をお

願いしております。

補正後の一般会計予算額は、右から３列目、

上から２段目のとおり、67億6,037万4,000円と

なります。

93ページをお開きください。

１つ目の（事項）観光交流基盤整備費の説明

欄の１、新規事業、観光みやざき緊急誘客促進

事業５億4,525万円であります。

続きまして、次の（事項）国内観光宣伝事業

費の説明欄の１、改善事業、教育旅行誘致・定

着促進事業費5,079万円であります。

続きまして、次の（事項）スポーツランドみ

やざき推進事業費の説明欄の１、改善事業、東

京オリパラ等合宿受入推進事業１億4,8 3 5

万5,000円であります。

以上３事業の詳細は、別冊の常任委員会資料

で御説明いたします。

常任委員会資料14ページをお開きください。

新規事業、観光みやざき緊急誘客促進事業で
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あります。

まず、１の事業の目的・背景ですが、新型コ

ロナウイルス感染症が流行する中、比較的感染

リスクの低い県民による県内旅行を継続しつつ、

感染防止対策を徹底するとともに、全国的な新

型コロナウイルス感染症の流行状況を見極めな

がら、本県の強みを戦略的かつ強力に発信する

ことにより、本県への誘客を促進するものです。

次に、２の事業の概要ですが、予算額は５

億4,525万円であります。

事業内容につきましては、①県内限定クーポ

ンの付与として、国の地域観光事業支援が12月

末まで延長されたことに伴い、県民県内旅行（ジ

モ・ミヤ・タビ）キャンペーンを利用した平日

の宿泊利用者に対して、県が分散型旅行を推進

するために実施する県内限定クーポン2,000円分

の付与を12月末まで継続するものであります。

また、②交通機関や旅行会社等と連携した誘

客として、県外からの誘客を促進するため、国

内の交通機関や旅行会社等と連携し、下期の旅

行商品の造成やプロモーションを実施するもの

であります。

最後に、③ゴルフ場感染症対策等支援として、

県内のゴルフ場に対して、感染防止対策の強化

に要する費用を補助するものであります。

続きまして、15ページをお開きください。

改善事業、教育旅行誘致・定着促進事業であ

ります。

まず、１の事業の目的・背景ですが、コロナ

禍における県内教育旅行の誘致・定着化を図る

ため、学校に対する貸切バス費用や、旅行会社

が本県での教育旅行を受注・催行する際の商品

企画開発費に対する補助を行うものです。

２の事業の概要の（１）補正額にありますよ

うに、5,079万円をお願いしておりまして、補正

後の額は7,999万円であります。

次に、（５）の事業の内容ですが、今回６月補

正におきまして、①貸切バス借上げ費用の助成

として、県内外の小中学校等が本県で教育旅行

を実施する際、貸切バス借上げ費用の助成額を

１台当たり２万円増額し、５万円にするもので

あります。

また、②教育旅行商品企画開発費の助成とし

て、旅行会社が本県での教育旅行を受注・催行

する際、商品企画開発費の助成額を1泊当た

り1,000円増額し、2,000円にするものでありま

す。

続きまして、16ページをお開きください。

改善事業、東京オリパラ等合宿受入推進事業

であります。

まず、１の事業の目的・背景ですが、万全な

新型コロナウイルス感染症対策を実施し、東

京2020オリンピック・パラリンピック等に向け

た国内外代表チームの事前合宿や、大きなＰＲ

効果や経済効果が見込める大規模スポーツ大会

の開催支援等を行うものです。

２の事業概要の（１）補正額にありますよう

に、１億4,835万5,000円をお願いしておりまし

て、補正後の額は、４億4,472万3,000円であり

ます。

次に、（５）の事業の内容ですが、今回、６月

補正におきまして、②自治体等で組織する受入

実行委員会に対する費用の一部支援として、チ

ームから新たに要望のありましたバス借上げ、

仮設ジム設置や、ＰＣＲ検査会場の借上げ等、

感染症対策のための経費負担を追加するもので

あります。

また、③海外代表チーム事前合宿等の新型コ

ロナウイルス感染症対策支援として、選手団へ

のＰＣＲ検査等に係る費用負担を追加するもの
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であります。

説明は以上でございます。

○吉田オールみやざき営業課長 それでは、オ

ールみやざき営業課の提出議案について御説明

させていただきます。

お手元の令和３年度６月補正歳出予算説明資

料のオールみやざき営業課のインデックス、95

ページをお願いいたします。

オールみやざき営業課からは、9,800万円の増

額補正をお願いしております。

補正後の額は、右から３番目の欄になります

が、９億8,505万6,000円であります。

97ページをお願いいたします。

ページ中ほどの（事項）県産品販路拡大推進

事業費の説明欄１のところ、新規事業、未来を

拓け！県産品販売促進強化事業9,800万円でござ

いますが、詳細は別冊の常任委員会資料で御説

明させていただきます。

恐れ入りますが、常任委員会資料17ページを

お願いいたします。

１の事業の目的・背景であります。この事業

は、今後有望と考えられますネットを活用して、

県産品の販路拡大を実施しますほか、コロナ後

を見据えまして、県のアンテナショップでのイ

ベントを実施することによりまして、県産品の

需要喚起、新たな顧客の確保、認知度向上を行

うものでございます。

２の事業の概要であります。予算額は、9,800

万円をお願いしております。財源は国庫を活用

いたします。

事業内容としましては、ネット上で割引クー

ポンを発券し、県産品の販売やアンテナショッ

プのＰＲを行いますほか、コロナ後を見据えま

して、県のアンテナショップが４館ございます

けれども、こちらで販売促進イベントを実施し

たいと考えております。

また、併せて、テレビとマスメディアを活用

した県産品をはじめとする本県のプロモーショ

ンを実施する計画でございます。

３の事業効果としましては、ネットクーポン

の発行によりまして、県産品の販売促進が期待

されますほか、ネット上でアンテナショップの

ＰＲを行うことで、ネットと物産館相互の誘導

が図られ、県産品の売上増、知名度向上につな

がるものと考えております。

当課の説明は以上でございます。

○日髙委員長 執行部の説明が終了いたしまし

た。

議案等について、質疑はございませんでしょ

うか。

○二見委員 商工政策課にお聞きしたいんです

けれども、先ほどの説明で、みやざき商店街活

性化支援強化事業を今回新規事業で上げてらっ

しゃいますが、この前段として、Ｇо Ｔо商

店街という国の事業の取組がなかなか厳しかっ

たということなんですけれども、まず、そこが

できなかった理由をどのように考えていらっ

しゃるんでしょうか。

○児玉商工政策課長 私どもも、どういった理

由なのかということでいろいろ考えたんですけ

れども、インタビューいたしますと、結局のと

ころ、それぞれの商店街におかれましては、マ

ンパワーが十分にありません。また、当然、国

の事業で採択いただくためには、きちんとした

アイデアなんかも必要になるかと考えます。意

欲はあるんですけれども、マンパワーとか、ア

イデアがちょっと不足しているということで実

施に至らないようなケースがあったと見込んで

おります。

○二見委員 この１年間コロナが発生して、イ
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ベントが基本的にできないという認識なのかな

と思うんですよね。だけれども、外出自粛まで

要請したりする緊急事態宣言下と、それが解除

されたときによって、人の流れというものをう

まくアクセルをかけたり、ブレーキを踏んだり

しながら調整してきていたと思うんですけれど

も、商店街の人たちも実際にイベントを企画す

るときに、感染対策をどうするかということに

関して、いろいろ考えてはみても、実際発生し

たらどうするのというのを考えると結局できな

いという判断になってしまうんですよね。ワク

チン接種とかが進んでいけば今後変わっていく

んだろうと思いますけれども、そこ辺について

の考え方というのはどのように見ればいいんで

しょうか。

○児玉商工政策課長 委員がおっしゃいました

とおり、この新型コロナの収束が見えない中に

おいては、イベントを実施するにしてもなかな

か容易にはまいりません。ただ、商店街という

のは、地域の人たちの暮らしを支えているとこ

ろであると思いますし、また、地域の文化を発

信するような、活力を見出すような場にもなり

得るところだと思います。商店街には、それぞ

れの事業を通じまして、その事業について専門

的な知識を持ってらっしゃる方もいらっしゃる

かと思います。

例えば、お茶を販売している事業者であれば、

お茶のおいしい入れ方とか。なかなか家庭でお

茶を飲むということがなくなってきた中で、改

めてお茶をおいしく楽しむというようなことに

ついて、例えばオンラインなどで発信して、こ

ういうふうに飲むとおいしいというようなとこ

ろを専門家である商店の方が情報発信して、そ

れを見たお客がコロナが落ち着いたら商店街に

足を運んでいただくというような、コロナの中

で工夫を考えてらっしゃる事業者もいると思い

ます。そういった方を後押しし、そして、コロ

ナが落ち着いた後に、実際に商店街に足を運ん

でいただくように、我々としては支援をしてま

いりたいと考えております。

○二見委員 コロナが落ち着いた後というのは、

どの時期を言われるんですか。

○児玉商工政策課長 今、県として、感染拡大

緊急警報であったり、特別警報であったり、行

動要請をさせていただいております。緊急事態

宣言のときには原則外出自粛をお願いしますと

いう厳しい状況から、必要性を見て判断してく

ださいという状況、そして、緑圏域と言ってい

ますけれども、感染された方が確認されてない

地域においては、当然注意をしながらではあり

ますけれども、通常の生活にほぼ近い形で行動

していただけるという状況がございますので、

情報を正確にお伝えしながら、その状況下にお

いて商店にお越しいただけるようにならないか

なと考えています。

ワクチン接種がなかなか行き届かない中では、

収束したとか、落ち着いたとかいうのは、軽々

には私どもも申し上げられないんですけれども、

それぞれの状況に応じて、できれば、地域の皆

さんが生活に支障のない範囲で動いていただけ

るようになればいいかなと考えております。

○二見委員 全国の状況を考えれば、今もう宮

崎県みたいにある程度抑えたところもあるけれ

ども、出たりするわけですよね、それはどこか

にコロナの種が残っているというか、県外から

来るのか、持ち帰ってくるのか、もしくは、分

からなかったのが、そこで発症したりとかして

分かるようになるのかとか、いろんなパターン

は考えられると思うんですけれども、感染が急

拡大しているとか蔓延しているような状況でな
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くても、まだ日本国内のどこかで発生している

状況があれば、落ち着いているって最終的には

言えない状況なんだと思うんです。

なんだけれども、そんな中で、こういうイベ

ントを企画しながらやっていかなければ、地域

の経済って、もう疲弊しきっていますので、やっ

ていかないといけないと思います。感染症に関

する対策というか、知識というものも、商工政

策課並びに担当の方たちもしっかり持っていて

もらわないとアドバイスのしようもないと思う

んです。そこ辺の連携というのは、ちゃんと福

祉保健部とやってらっしゃるんでしょうか。

○児玉商工政策課長 商工観光労働部といたし

ましては、それこそイベント等を開催して、に

ぎわいをつくったりとかするのが我々の使命だ

と思っています。当然、こういったイベントを

考えているというところについては、個別に福

祉保健部に相談をしながら事業の実施の検討を

しておりますので、情報の共有については、今

後もしっかりやっていきたいと考えております。

○二見委員 先ほど正確な情報を発信しながら

とおっしゃいましたけれども、なかなか、それ

が難しいでしょう。みんな価値観も違えば、感

覚も違うし、置かれている状況も違えば、右か

ら左というか、受け止め方が全然違うんですよ

ね。そんな中で、こういう企画をしていくとな

ると、やり切るためには相当なエネルギーが必

要になってくるんですよ。ましてや、今は落ち

着いていても、実際やるときに広がっていたら、

中止せざるを得ないとか、そういったことも考

えなければなりません。

今から夏になっていきますけれども、基本的

に都城市も夏祭りは多分全部中止になっている

んだろうと思います。ただ、秋のほうが今どう

するかというのを聞いていたりするんですけれ

ども、この事業を今回ここで補正を出してやる

にしても、いつ頃実施できるという見込みは、

どのように見てらっしゃるんですか。早ければ

早いだけ、もうすぐに始められるというような

感覚なんでしょうか。

○児玉商工政策課長 まず、この商店街活性化

につきましては、商工団体などに委託して実施

しようと思っていまして、この予算についてお

認めいただいた後に委託事業者の選定を進めた

いと思っています。

それから、商店街の実態把握が大事だなと思っ

ていまして、商店街のリーダー的な方々がいらっ

しゃいますので、その方たちと認識を共有しな

がら、その商店街をどのような姿に持っていく

のかというのをしっかり考えていきたいと思っ

ています。

そのため、実際にイベント等の企画実施に当

たりましては、今のところ、すぐにできるもの

ではないのかなと、数か月ほど時間をかけて準

備しまして、開催にこぎつけたいと考えており

ますので、具体的な日程というのは、今のとこ

ろお示しできるものはございません。

○二見委員 県が事業主体になっているけれど

も、これを事業委託するんですか。そうすると、

今言ったような感染対策については、皆さんは

それで連携しているかもしれないけれども、そ

の事業者に対してのつなぎは非常に難しいと思

いますけれど大丈夫でしょうか。

○児玉商工政策課長 もちろん委託団体のほう

に任せっ放しということは私ども考えておりま

せん。実際には、委託事業者を通じまして、例

えば、まちづくりのコンサルタントに分析等を

お願いするんですけれども、当然、今、県内の

感染状況を詳しく知っているといいますか、福

祉保健部から情報を得ているのは我々だと思っ
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ております。

ですので、我々のほうでしっかり委託事業者

と感染予防対策についての共有とか、あるいは

感染が拡大した場合のやり方、あるいは、イベ

ントの中止等についても、一緒に関わってまい

りたいと考えております。

○二見委員 質問じゃないですけれども、事業

委託するところが、どういうところか分かりま

せんけれども、商店街の実態をちゃんと把握す

るだけでも相当時間かかると思いますよ。

これを今年度内に何とかって言われて、数か

月たってから、いろんなイベントを考えるかも

しれないんでしょうけれども、急ぎ過ぎてもよ

くないと思うし、かといって、結局、何もでき

なかったでもいけないと思うので、しっかり見

極めながらやっていただかないといけないかな

と、お話をいろいろ聞いていて思いました。

○来住委員 昨年度、本県の活用事例が１件に

とどまっているんですけれども、その１件とい

うのは、具体的にどこの商店街なのか。さらに

は、その商店街は具体的にどういう内容の事業

をされたのか。その事業に対して、県の予算は

どれほど出されたのか。もう少し詳しく教えて

いただきたいと思うんですが。

○児玉商工政策課長 採択されて実施いたしま

したのは、日南市の※油津商店街です。こちらの

取組としましては、マーケティングに基づいた

ニーズ調査を図っていくということで、公式Ｌ

ＩＮＥアカウントをつくりまして、その登録者

を増やし、様々なニーズ調査を行っていくとい

うことだったんですが、コロナが感染拡大した

状況もあって、実は、その登録者を増やすため

のイベントも企画されていたんですが、この油

津商店街でのイベントについては中止をしてい

るという状況です。また、これは国の予算をそ

のまま使っておりますので、県の予算というの

はございません。

○坂口委員 予算説明の以前にですけれども、

資料の整理の仕方で、財源で国庫と書いてある

ものと、１つだけ、地方創生臨時交付金という

具体的に書いてあるのがあって、ここんところ

は統一するべきだと思うんですね。これは僕の

質疑に入る前に、国庫の内訳を聞かせていただ

きたい。

○児玉商工政策課長 大変申し訳ございません。

商工政策課で提案させていただいております、

７ページのインターネット、８ページの商店街、

そして９ページのキャッシュレス版ですね、こ

ちらについては、全て地方創生臨時交付金の通

常枠分になります。

○坂口委員 そうだと思うんですね。だから、

そう明示すべきだ思うんです。というのが、包

括交付金との違いなんかも、ここの審議対象の

すごく重きを占める思うんです。

例えば、今度のワクチン支援事業は、包括交

付金じゃなくてこちらの交付金から出ています

よね。そこらに対しての質疑というのは、今回

ものすごく僕にとっては比重が重いんですよ。

だから、国庫というのは補助金から普通交付金

からいろいろあるわけですので、せめて委員会

で審議する予算資料には、そこを親切に明示す

べきじゃないかなって、これ質疑に入る前に

ちょっと注文です。

○串間企業振興課長 企業振興課で提案させて

いただいている10ページのものづくりに関する

支援の３つの事業につきましても、地方創生臨

時交付金を活用した事業ということで、説明が

漏れていました。申し訳ございません。

○坂口委員 個別に聞いているんじゃないです。

※12ページに訂正発言あり
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この予算書の在り方。だから、部長か、次長が

答えれば、もう、そんな手間は要らなかった。

それか、商工政策課が代表して答えるのかなと

思ったんです。だから、こちらの意を酌み取り

ながら効率的にやっていかないと。あとはいい

ですよ。多分、この中に包括交付金なんて入っ

てこないわけですから。

○児玉商工政策課長 坂口委員の御指摘につい

ては、きちっと受け止めまして、予算の財源に

ついて、内訳をしっかり御説明することが大事

だと思いますので、今後、気をつけたいと思い

ます。ありがとうございます。

○坂口委員 これは財政課にしっかり整理させ

て、全課共通していくようにしないと分かりづ

らいと思います。

○児玉商工政策課長 総務部のほうに、そのお

話について、しっかり伝えたいと思います。

○坂口委員 そこは部長から責任もって、説明

しておくべきじゃないかな。

○横山商工観光労働部長 失礼しました。総務

部とも話をしまして、適切な説明ができるよう

にしたいと思います。

○児玉商工政策課長 申し訳ございません。先

ほど１件採択された商店街の関係で、油津商店

街と申し上げたんですが、正確には、株式会社

油津応援団でございました。訂正させていただ

きます。

○窪薗委員 ７ページのインターネット販売促

進事業でございますけれども、これはいろいろ

スキルアップしたり、そういった研修をすると

いったものだと思っているんですが、本県につ

いては、消費地に非常に遠いというところもあ

りますので、今後なくてはならない販売の戦略

の一つになろうかと思います。

今、各市町村や個人でもたくさんやっている

んですよね。今さらというような感じがしない

でもないんですけれども、今やってらっしゃる

団体なり、あるいは、ふるさと納税で牛肉といっ

た宮崎県ならではのものを販売しているところ

が実際どうなのか、分かっている範囲内でよろ

しいんですけれど。

○児玉商工政策課長 インターネットを通じた

販売につきましては、事業者であったり、個人

であったり、様々な方が利用されておりますの

で、その全てを把握しているわけではないんで

すけれども、私どもで県内の事業者数で把握し

ておりますのが、楽天の登録者の推移です。

その数字によりますと、県内では昨年2020年

に256事業者が利用されているんですけれども、

５年前の2015年が199事業者でございました。国

内のインターネット市場につきましては、非常

に売上げが伸びておりまして、特に現在のコロ

ナ禍においては、巣籠もり需要と申しますか、

実際に足を運ばなくても利用ができるインター

ネット市場を活用して商品を御購入される方が

増えている状況であります。

私どもも交通的に便の悪い本県において、そ

れこそ、もう何年も前からインターネット市場

を活用して県外からいろいろ物を買っていただ

く、県外の方に商品を売っていくというのは大

事だということで、インターネットの支援につ

いて、様々な事業もしてきたところです。その

事業所の推移については、先ほど申し上げまし

たように増えてはいるんですけれども、我々と

しては、もっと増やしていくことによって、県

外に我が県内のよりよい商品を販売し外貨を稼

ぐといいますか、購入に結びつけていきたいと

考えております。

○窪薗委員 全国どこもやっているんですよね。

非常に競争が激しい世界だろうと思っています。
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特に、九州は佐賀県とか、長崎県といったとこ

ろを中心に非常に手広く、いろんな団体の方が

やってらっしゃるということも聞いております

し、まだまだ宮崎県はこれからかなとは思って

います。出店希望者の状況は今後どうなんでしょ

うか。

それと、今までこれをやるとすれば、それぞ

れの事業者が、それぞれの事務所を構えてやる

のに支援していくという考え方だったんですか。

○児玉商工政策課長 インターネットの市場に

参入するに当たりましては、サイトが各種ある

んですけれども、そちらに登録するための初期

費用がかかったりいたします。県としてその初

期費用について支援をさせていただきたいと考

えております。

今回、我々の目標としましては、この事業の

取組によりまして、新規出店数を30社増やした

いと考えております。

○窪薗委員 この楽天の初期投資の登録料が非

常に高いんですよね。ですから、ここで挫折し

てしまうという人がほとんどのようです。そう

いったものも支援していくということですので、

ぜひ、これを成功させていただきたいと思って

いるところでございます。

それと、17ページのアンテナショップがそれ

ぞれ４つありますが、これとの関連はないんで

すか。

○児玉商工政策課長 17ページは、物産館の関

係の事業者になろうかと思います。私どもは、

そういったものに加盟していない、それこそ、

まさに新たに始めるという方たちを増やしてい

く取組の事業になります。

○窪薗委員 私もまねしたことがあるんですけ

れども、経費に食われてしまうんですね。さら

に１番のネックは人件費に食われることだろう

と思います。ですから、そのあたりも、ちょっ

と考えていただくとありがたいかなと思ってい

るところでございます。

○児玉商工政策課長 先ほど委員がおっしゃい

ました楽天の例で申し上げますと、初期の登録

費用として６万円ほどかかるようでございます。

また、月額の出店料というのがありまして、こ

れが１万9,500円ほどかかるようでございます。

プランによって金額が変わるようでございます

けれども、楽天の場合ですと、それぐらいはか

かるということでありますので、県といたしま

しては、そういった初期の登録費用や月額出店

料についても、全てというわけには、なかなか

いかないんですけれども、一部支援をさせてい

ただきます。

また、実際に事業を実施するに当たりまして、

様々なスキルが必要になるんですが、こちらに

ついては、改善事業でもともと予定しておりま

したスキルアップセミナーの中で、売上げ伸ば

すためのスキルやノウハウを習得していただく

ことで事業者を支援していきたいと考えており

ます。

○坂口委員 さっきのに関連して、東京オリパ

ラの合宿受入れです。ここで地方創生臨時交付

金からということになってますけれども、（５）

の③ですよね。これらは本来なら性格上、コロ

ナに対しての疫学的な面からの事業に使える包

括交付金ですよね。こちらから支出すべきもの

じゃないかなって気がするんですけれども、こ

れをここに一緒に突っ込まれたっていうのは、

何か、それなりの理由があったんですか。

○中尾スポーツランド推進室長 この分の国庫

でございますけれども、こちらにつきましては、

オリパラホストタウン向けに準備された交付金

でございまして、ホストタウン等新型コロナウ
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イルス感染症対策交付金という限定した交付金

がありますので、それを財源としたところでご

ざいます。

○坂口委員 そうすると、地方創生臨時交付金

の中からではなくて、また、別個な財源からと

いうことになるんですか。

○中尾スポーツランド推進室長 16ページの２

の（５）の③につきまして、先ほど申し上げた

国庫の交付金を活用しているということで、そ

れ以外の対象とならない分につきまして、地方

創生臨時交付金で対処したところでございます。

○坂口委員 そこは明示しとかないと。僕らに

とっては物すごく大事なところなんですよ。何

が言いたいかというと、集団接種への支援とか、

お医者さんの派遣といった包括支援金で賄える

ところに、この交付金から７億円出しているん

です。だから、県単独事業ということでしか、

できなかったわけですね。

この７億円というのは、経済対策に突っ込め

るお金なんですよ。ところが向こうの金は経済

対策には突っ込めないんです。これは、今後財

源が足りない中であまりにもでかすぎますから

そこをどう整理されてあんなことをやられたの

かなって。もう是が非でも大切なことに背に腹

は代えられずにやったのか。それならば、今後

また国のほうで補正があるわけですから、そこ

で、また包括交付金というのはちゃんと交付さ

れてくるわけだから。そこから取り戻しといて、

そして、また、経済対策に使える金というもの

を持っとかないと、もう先ほどもアフターコロ

ナの話が出たわけでしょう。

金が幾らあっても足りないところの目前まで

来ているんですよ。だから、こんな、もったい

ない使い方をせずに、そこを見据えて、ちゃん

とやってほしいなということで、さっきの財源

の内訳をしっかりしてほしいです。今みたいな

のも、これ見たらもったいないって僕ら率直に

思いますよ。今のが書いてあれば、致し方ない。

苦労、工夫、工面されたなというのが分かりま

すけれど、それが予算審査の場ってもんですね。

僕らに提出してもらう資料の１番大切なところ

はそこだ。

それで言いたいんですけれども、いよいよ国

のほうが数千億円やりますから、その中で、包

括交付金の交付が必ずありますから、そこから

僕はしっかり取り返しておくべきだと思います。

回復に数年かかりますから、これは年度が終わ

れば次まで恐らく繰り越せる財源として確保で

きます。そこを見据えて、もらった金は一銭も

逃さないと、１円まで使い切ると、それで宮崎

県の経済を上げていくしかないんです。活力、

民活と言ったって、簡単にいかないです。

先ほど言われたように、たった１件の油津の

事業でも、やっぱり、そこに予算をつけて、残っ

たものは留保として持っとくべき。そして、場

合によっては指導員から商工会に、こういう視

点からやれば審査に受かるよという弾を出させ

るべきです。とにかく、国庫を持ってきて、宮

崎県に落とさなきゃ。そういう意味で、予算書

はしっかり作ってほしいと思います。

さっきの７億円に対しての腹積もりは当然出

されるときにも持っておられると思うんですけ

れども、あれは貸したお金だぐらいの感覚でい

なきゃ駄目だと僕は思うんです。そこはどんな

感覚を持っての７億円の経済に使うべきお金か

ら医療に使ってしまったのか。何らかの考えと

か、腹積もりはあるんですか。

○横山商工観光労働部長 今の７億円の件でご

ざいますけれども、詳細を把握しておりません

で、今、しっかりした答弁ができない状態でご
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ざいまして、申し訳ございません。

○坂口委員 医師とか、看護師を派遣していっ

て、例えば、西都市あたりでも集団接種にお医

者さんなんか出してくでしょう。それから市町

村に出しているでしょう。そういうお金が９

億9,000万円だから。これは、やっぱり、コロナ

対策の疫学上の医療上の金─包括交付金から

出すべき。あれもやっぱりひもつきですから、

そこにしか出せない金だから、それから使うべ

きです。

これは幅広く経済対策に使えるお金。だから、

そういった医療上の行為にも使えなくはないか

ら、出されたんだと思うんですけれども、それ

は持っとくべきじゃなかったんですかって。お

前のところはお前のお金でやれと言うべきじゃ

なかったんですか。ないって言ったら、これは

貸すだけだよということで、次のとき、ちゃん

と返すんだよとやっとかないと、経済対策は幾

ら打っても足りない状況の中で、もったいない

でしょうって。そのうち国もまた補正をやるん

だから、そのとき、しっかり取り戻さなきゃ。

７億円分の半分あるいは６割取っても大きい

と思うんですよ。取り返さなきゃ駄目だから、

その腹積もりで出されたんかなと思ったけれど

も、そういうことを考えずに出すんだったら、

経済対策のお金は出すべきじゃないって僕は思

うですよ。あれは地方創生臨時交付金からとい

うことを僕が本会議で尋ねたら、答えられまし

た。そこは、しっかりしとかないと、ほんと、

このお金はもったいないと思うんですよ。

そして、返すべきじゃないですよ。１円まで

使うべき。だから、こういう条件で採択されな

かったら、どこがネックかということを指導し

ていって、弾を出ささせるべきと僕は思います。

大切なことは、ここの事業を成功させることも

だけれど、この数千億円もへこんでしまう県内

ＧＤＰをいかに元に戻すか。極端に言ったらそ

こには交付金を持ってくるしかない。もちろん

個々の努力で、民活というものも当然あり得る

けれども、それでは短期間でとても賄い切らな

いと思うんですよ。だから、予算というのは命

の綱だってぐらいで、しっかり整理しながらやっ

てほしいなと思うんです。

○横山商工観光労働部長 申し訳ございません。

私も財政課の中で財源の整理というのをやって

いるんですけれども、なかなか御指摘いただい

たような全体的な把握というのができてないと

いうところで今、反省をしているところでござ

います。そこも含めまして、財政課ともしっか

り調整しながら、大事にこのお金を使っていく

ということで、やっていきたいと思います。（「ぜ

ひ、お願いします」と呼ぶ者あり）

○二見委員 キャッシュレス版地域内経済循環

支援事業は市町村にアイデアを出して、やって

みらんかというような手法かなと思うんですけ

れども、今、全国のいろんな自治体でも、介護

のボランティアをしたら、ポイントが年間最大

幾らつくというのをやっていたりとかするとこ

ろも結構あると思うんですけれども、そういう

事前の情報をキャッチした上での、市町村への

プレゼンになるんでしょうか。この下に、イメ

ージがあるけれども、県として実際に具体的な

絵が描けているのでしょうか。

○児玉商工政策課長 まさに委員がおっしゃっ

たように、市町村がどう考えているのかを把握

するの大事でありますので、我々、この事業を

構築するに当たりまして、市町村からお話を伺っ

ているところであります。

最近の取組で言いますと、川南町で、地域電

子通貨「トロン」というものがございます。今
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までは、紙のカードとかで、いろいろ健康事業

とか、ポイントがたまったりとかっていうもの

もあったんですけれども、電子通貨を使って地

域内で様々なことに使えるようなサービスを受

けたりとか、そういったものにできる仕組みの

導入を検討しているところがございます。

システムを導入するには、前段として、その

地域の方々が電子通貨に慣れていただくことも

必要なので、例えば、ＰａｙＰａｙとか、既存

のものがございますけれども、そういったもの

の利用促進を図るということで考えている市町

村もございました。

この事業については、それぞれの市町村にお

いて事情がありますので、地域において使える

ような形を一緒に考えて、大事な財源をしっか

り使いながら、県内においてもキャッシュレス

の普及を進めていきたいと考えております。

○二見委員 今、お話を伺って、そういうやり

方で行くんだろうなとも思うんだけれども、例

えば、今、この地方創生の人口減少時代の中で、

いろんな問題とか出ているじゃないですか。例

えば、学校では部活動の指導員の話があったり

とか、ああいったものをボランティアでしても

らうのも、そういうポイントとか使えないのか

なと考えたりするんですよね。介護でもボラン

ティアを利用したりとか、いろんなアイデアが

あるんだけれども、全体的なイメージを県とし

て持っておく必要があるんじゃないでしょうか。

先ほどいろんな紙のカードがいっぱいあるか

らと言われたけれども、今現在はポイントがつ

く電子のいろんなカードがいっぱいあるわけで

すよ。コンビニでも違ったりとか、交通券もい

ろんなカードがあったりとかしているわけです。

国では、マイナンバーカードを何とかして普及

していきたいという意向もあるわけだし、そこ

辺を１回整理して、新しいポイントを使えるよ

うなキャッシュレスの経済の仕組みというもの

を考えていかないと、みんな勝手なことを、い

ろんなところが始めていったら、また、それを

やめて入れ替えるのも、かなり労力がかかりま

す。だから、もうちょっと検討して考えをまと

めたほうがいいんじゃないでしょうか。

○児玉商工政策課長 それぞれ市町村のお考え

を伺っていく中で、やはり、こういった地域内

で使えるものについて、市町村独自でつくりた

いという考えはあります。というのが、通常の

ＰａｙＰａｙとかですと、それは地域外でも使

えるものですから、できれば、市町村の考えと

しては、地域内で使える電子的なポイントカー

ドにしたいと。

じゃあ、そのようにしたいという思いはある

んですけれども、実際導入しようとしますと、

初期費用はかなりかかります。その初期費用が

かかるものですから、そこに、ちゅうちょして

いるというようなところがありますので、我々

県としては、今回の事業においては、考えてらっ

しゃる市町村さんも幾つかあるものですから、

その市町村の取組を今回の事業で支援をさせて

いただきます。あとは、それをどのようにそれ

ぞれの市町村が使っていくかということなんで

すけれども、まず幾つかの市町村でモデル的に

やっていただいて、そこで試行錯誤やっていく

中で、工夫できる点とか、あるいは、課題の部

分も生まれてくるかと思います。それをほかの

市町村とも共有して、本県として、どのように

キャッシュレス化を推進していくのかというの

は、しっかり考えてまいりたいと思います。

○二見委員 お金だけが経済じゃないですから

ね。物とか、人とか、そういったものが動いて

いって、よりよい社会をつくっていくというと
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ころが１番の大事なところなんだろうなと。ど

の市町村も、自分のところで何とか活性化させ

たいというのもあるんでしょうけれども、もう

ちょっと俯瞰的な視点で物を見て考えていくこ

とが必要かなと感じたので、これ僕の意見とし

て申し上げておきたいと思いました。

○窪薗委員 11ページの外国人技能実習生等の

受入れなんですが、これは今まで中小企業団体

が負担していた経費を新たにこの団体に対して

支援しますよということだろうと思うんですが、

これは定額なんですか、それとも負担した金額

に対して、そのうちの何分の１ですよというこ

となのか。具体的には３分の２ということです

けれども、どういった形で交付されるようにな

るんですか。

○兒玉雇用労働政策課長 この事業でございま

すけれども、現在、中小企業団体中央会でやっ

ているものではございません。今回、中小企業

団体中央会で初めて実施するものでございまし

て、それに対して、県が補助をしていくという

ものでございます。

具体的には、中小企業団体で、実施企業等か

ら、宿泊費でありますとか、あとは、公共交通

機関を使いませんので、レンタカーなどを使う

といったことになるんですけれども、それと高

速道路代とか、そういったかかった経費の中の

３分の２を中小企業団体中央会が補助をするの

で、それに対して県が補助をするという、いわ

ゆる間接補助というやり方でございます。

○窪薗委員 新たにということですけれども、

今まではどういうふうになっていたんですか。

○兒玉雇用労働政策課長 本県で言えば、昨年

の６月補正で、水産政策課が漁業関係の技能実

習生に対する支援を行ってきておりまして、今

年度も行っております。ただ、県全体の、いわ

ゆる外国人技能実習生への取組は今回が初めて

ということでございます。

○窪薗委員 ということは、それぞれ、そのと

きで受け入れる団体が負担していたんですね。

○兒玉雇用労働政策課長 委員が言われるとお

り、監理団体が恐らく支払いをして、それを最

終的に技能実習実施者─いわゆる企業でござ

いますけれども─そちらに請求をするという

やり方が一般的かなと思っております。

○窪薗委員 労働者不足も絶対避けられないの

で外国人労働者を受け入れないともう回らない

ような状況があります。ぜひ、こういったもの

を支援しながら、労働力の緩和というんですか、

そういうのに目線向けて、こういった経費云々

も一時的ですからね、ひとつ、よろしくお願い

したいなと思っております。

○来住委員 12ページの離職者等採用企業支援

事業なんですけれども、５の事業内容のところ

に、コロナ関連離職者等を正規雇用した企業に

対して、１人につき20万円を出したいというこ

となんですが、このコロナ関連の離職者の定義

はどう理解すればいいのか。

○兒玉雇用労働政策課長 コロナ関連離職者で

ございますけれども、離職者票であるとか、本

人の申立て等によって判断をしていこうと考え

ております。こちらとしては、なるべく幅広に

は捉えていきたいなと考えております。正規職

員という形で対象にするということにしており

まして、週20時間以上勤務する無期限雇用の方

ということで定義をしたいと考えております。

○来住委員 それともう一つ、今の発言とちょっ

と関連すると思うんですけれども、正規雇用で

雇ったが、雇われた方が１か月で辞めちゃうと

いうことも全く起こらないこともないわけで、

そういったときに、この20万円の補助を出す上
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で、例えば１年間とか、少なくとも半年以上を

勤務してないといけないとか、そこ辺の雇用と

いうものの時間的な定義を教えてほしい。

○兒玉雇用労働政策課長 条件といたしまして

は、何か月以上雇用したとか、そういうことに

ついては、つけないつもりではおります。ただ、

申請の段階で、しっかりと雇用が継続している

ことということについては、条件としては、当

然含めようと思っているところでございます。

○来住委員 期限つけなくていいんでしょうか。

ちょっと気になりますよね。一定の期限をつけ

ないと、１か月で辞めちゃって、また新しい人

１か月入れてでは、１人当たり20万円というの

は大きいですもんね。

○兒玉雇用労働政策課長 企業からは、やはり、

新しい人を雇うということはリスクがあると。

意見を伺うと１か月続くと大体続いていくとい

うのがこれまでの傾向かなと。そういったリス

クもある中で採用していくので、それで、その

１か月分の給与の一定額、あるいは研修等を行っ

ていく額、こちらの割かし近い額を見ていただ

けるとありがたいなというのが企業の要望であ

ります。そういったこともありまして、企業の

体制になじめなくて辞められる方も出ると思う

んですけれども、雇用者に対して出すものでは

ありませんので、事業者のこの何か月続いたら

という条件は、特段つけないつもりで考えてお

ります。

○来住委員 ただ、意見としては、やっぱり僕

は、一定の時間的なものはあったほうがいいの

かなと感じますね。

○兒玉雇用労働政策課長 離職者を採用するこ

とについては、新卒者と違って、かなりハード

ルが高いと思っております。その中で、一定の

方が早い段階で離職するということも、当然リ

スクとしてはあると考えております。この事業、

昨年度も同様の形で実施しておりまして、その

段階でも、いわゆる何か月以上とか、そういっ

た期限はつけておりませんで、事業者に配慮し

た形での事業という形で、やらしていただいて

おります。

○太田副委員長 ９ページのキャッシュレスの

関係で、１番下の図の中に健康ポイントという

のがありますが、これはどのようなイメージな

のでしょうか。

○児玉商工政策課長 例えば、ウオーキングと

か、あと、市町村が実施するような健康の体操

講座とか、そういったものに参加したときなど

に与えられるポイントをイメージしております。

○太田副委員長 11ページの技能実習生の関係

ですが、この実施主体は私たちの業務を手伝っ

てくれるわけですから、事務費はある程度ある

んでしょうか。

○兒玉雇用労働政策課長 事務費も見ておりま

して、この事業費とは別に756万円、需用費

が6,799万1,000円ということで、事務費が756万

円ということで、合わせて7,555万1,000円とい

う形で考えているところでございます。

○太田副委員長 この技能実習生については、

椎葉村で事故がありましたね。新聞報道等を読

んでみると、社長と働いてくれる人の間が物す

ごく親子のような関係だったということで、やっ

ぱり宮崎県の事業者はいいことをするんだなと

思ってですね。私どもも、この外国人労働者の

採用の場合は、日本の文化といったものも、ぜ

ひ、学んでいただいて、母国に帰っていただき

たいなという思いがあります。少しいろいろ言

われている問題で、監理団体というのは、働い

ている事業者とか本人にも会っていい指導をし

たい、よろしくお願いしますねということをお
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世話するような団体であるべきだと思うんです

が、宮崎県内に今どのくらいあるんでしょうか。

○兒玉雇用労働政策課長 県内の監理団体でご

ざいますけれども、現在14ほどございます。い

わゆる技能実習３号まで扱える一般の監理団体

が５つと、技能実習２号まで扱える特定監理団

体と言われるのは９つです。

○太田副委員長 16ページのオリパラの合宿の

関係ですが、こういう時期だったから、宮崎県

も慎重にされていると思うんですが、私が聞い

たところでは、宮崎市だけが受入れを実際して

いるということですから、このいい意味での恩

恵を受けるのは宮崎市だけになるんでしょうか。

○中尾スポーツランド推進室長 ホストタウン

としましては、宮崎市のみになりますので、実

施主体は県と宮崎市合わせた実行委員会という

形でやっていきます。

○濵砂委員 17ページの堺みやざき館ＫＯＮＮ

Ｅと博多みやざき館ＫＯＮＮＥは民設民営なん

ですけれども、どういう方が経営されているん

ですか。

○吉田オールみやざき営業課長 堺みやざきＫ

ＯＮＮＥにつきましては、大阪の南海グリルと

いう飲食店の方が経営されておられます。あと、

博多みやざきＫＯＮＮＥが今年３月にオープン

いたしましたけれども、こちらは宮崎県出身の

方が株式会社ＰＵＮＣＨ―ＬＩＮＥという会社

をお持ちでございまして、そちらの方が経営を

されているという状況でございます。

○濵砂委員 今はあまりよくないでしょうけれ

ど、２つの経営状況はどうですか。

○吉田オールみやざき営業課長 博多につきま

しては、スタートしたばかりでございますので、

まだ状況をつかめておりませんが、堺につきま

しては、やはり、コロナの影響もありまして、

多少下降気味というところはあると聞いており

ます。

○二見委員 一点だけ確認なんですけれど、10

ページの予算で、ものづくり企業生産設備等改

修支援のところなんですけれども、上限が5,000

万円になっていて、予算額が7,500万円というこ

とは、１社か、２社、見込んでいるのかなと思

うんですけれども、そういう状況なんでしょう

か。

○串間企業振興課長 上限は5,000万円としてい

ますけれども、この要件に自己負担があるとい

うところもありますし、原則年度内の事業終了

ということが求められるので、大規模な申請と

いうのは、そこまで多くないとは思っておりま

して、大体1,000万円前後のところが多いのかな

と考えております。ただ、今後、募集するに当

たって、できるだけ範囲を広くしたいというの

もありますし、国の補助事業に漏れた企業を何

とか救うこともできないかというのを踏まえ

て、5,000万円という上限としているところでご

ざいます。

○二見委員 だから、それを聞くと予定してい

るのかなという感じがするんですけれども、そ

ういうことなんですか。

○串間企業振興課長 特定の対象を予定してい

るということではなく、予算を超えるような申

請があったときには、内容の審査を行った上で

収まるような対応をしていくことになると思い

ます。

○来住委員 15ページの教育旅行誘致・定着促

進事業で、バス１台当たり５万円、それから宿

泊は１人当たり2,000円という補助を出すことに

なるわけですけれども、下のイラストで、コロ

ナによって、とにかく業者の方々も非常に大変

な状態になっているし、また、お子さんを持っ
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ている家庭も大変な状況になってます。

県の観光協会からこの旅行会社に対してバス

の補助が出されて、割引をして学校にやること

になりますが、分かりやすく言えば、バスの５

万円分と１人当たり1,000円、2,000円によって

親御さんの負担が少なく済むと理解してよいの

かなと思うんですが、そこをもう少し分かりや

すく説明してください。

○飯塚観光推進課長 おっしゃるとおりでござ

いまして、個人にすると、ちょっと微額になっ

てしまいますが、教育旅行の総額に充てること

によって、個人負担割が減る。もう一つは、企

画開発費に回すことによって、視察先のレベル

アップといいますか、そういった商品のレベル

向上も見込まれるという形になります。

○日髙委員長 それでは、よろしいでしょうか。

次に、報告事項に関する説明を求めます。

○児玉商工政策課長 常任委員会資料の18ペー

ジをお開きください。

令和２年度宮崎県繰越明許費繰越計算書の報

告でございます。

本年２月の定例会で、繰越明許費についてお

認めいただいたものについて、繰越額が確定し

ましたことから、御報告するものであります。

お手元の表にありますとおり、６つの事業が

ございますが、いずれも新型コロナ関連での繰

越しでございます。

まず、１番上の飲食関連事業者等緊急支援事

業につきましては、今年１月の臨時会で議決い

ただいたものでございまして、支援金の申請受

付が３月からとなったため、十分な申請期間を

確保するため、繰り越したものでございます。

２番目のみやざき応援消費促進事業と３番目

のみやざき応援消費活性化事業につきましては、

新型コロナで停滞した需要の回復を目的としま

して、市町村と連携した消費喚起及び農林水産

省が行うＧｏ Ｔｏ Ｅａｔキャンペーンに対す

るプレミアム分の上乗せとして補助を行うため、

昨年９月の定例会及び今年１月の臨時会でお認

めいただいた予算でありまして、市町村におけ

る必要な準備期間や事業開始後における十分な

利用期間を確保するため、繰り越したものであ

ります。

上から４番目のサプライチェーン対策等県内

投資促進補助事業につきましては、コロナ禍に

伴う企業の国内外でのサプライチェーンの見直

しや、地方回帰の動きを取り込むため、県内へ

の工場等の移転・増設やサテライトオフィスの

整備等に対して支援するものでありますが、事

業者における設備投資に一定の時間が必要であ

りますことから、繰越しをお願いしたものであ

ります。

次の「みやざきＭＩＣＥ」推進強化事業は、

開催を予定しておりましたゴルフに関する国際

コンベンションが新型コロナの影響により、令

和４年３月に延期となりましたため、その開催

経費について繰り越したものであります。

１番下の観光みやざき再生加速化事業につき

ましては、新型コロナの感染拡大により冷え込

んだ観光需要を喚起するため、観光プロモーショ

ンや割引キャンペーンの経費として計上したも

のでありますが、感染状況により令和２年度中

に実施できなかったものについて、繰越しをし

たものであります。

説明は以上であります。

○日髙委員長 執行部の説明終了いたしました。

報告事項に関して、よろしいでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○日髙委員長 次に、その他報告事項に関する

説明を求めます。
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○海野経営金融支援室長 常任委員会資料の19

ページをお開きください。

経営金融支援室から、宮崎カーフェリー株式

会社の経営状況等について御報告いたします。

資料は、総合交通課との連名になっておりま

す。

これは、宮崎カーフェリーの新船建造に当た

りまして、当室が所管します高度化資金による

貸付けを行うことについて、令和元年11月議会

の総務政策常任委員会との合同審査において、

債務負担行為の議案を御審議いただいたことを

踏まえまして、両方の委員会で、経営状況等を

御報告することとしているものでございます。

まず、１の概要を御覧ください。

宮崎カーフェリー株式会社は、長期的、安定

的な航路維持のため、令和４年５月及び10月の

新船就航に向け、現在、計画どおりに建造が進

んでいると聞いております。

次に、２の経営状況を御覧ください。

（１）の輸送量です。

貨物につきましては、令和２年度のトラック

台数が６万243台で、対前年度比6,110台、9.2％

の減となっております。

主な要因として、コロナの影響による経済の

停滞で生産活動が減退し、貨物の総量が減少し

たこと、また、外食産業での消費が多い牛肉や

酒類などの需要が減退したことなどが上げられ

ます。

そのほか、年間を通して、原油価格が安値で

推移したことにより、物流事業者がトラックに

よる陸送にルートを変更したことや、本県で鳥

インフルエンザが多発したことで、１月から２

月にかけて上り荷が一時的に減少したことなど

も要因の一つと考えているところでございます。

旅客につきましては、トラックドライバーや

旅客等を含めた総利用者数が７万４人で、対前

年度比10万4,429人、59.9％の減となっておりま

す。

このうち、一般旅客については、対前年度

比74.7％減、中でも団体客については、対前年

度比92.7％減となっております。

主な要因として、関西エリアでの度重なるコ

ロナの感染拡大により人の流れが抑制されたこ

となどが上げられます。

次に、（２）の収支状況、令和２年決算見込み

についてです。

長引くコロナの影響で、貨物、旅客ともに輸

送量が減少し、運賃収入が大幅に減少したこと

で、売上高、経常利益ともに前年度から減少し

ております。

売上高42億4,000万円、経常利益がマイナス４

億3,400万円で、減収減益の赤字決算となる見込

みです。

右の20ページを御覧ください。

３の経営安定化のための取組についてであり

ます。

雇用調整助成金など、国の支援を受けつつ、

国のＧｏ Ｔｏ トラベル事業による需要の確保

の後押しを受けてきたところですが、ここでは、

宮崎カーフェリーとしての対策をまとめており

ます。

まず、旅客対策については、徹底した感染防

止対策に取り組み、船での移動に対するマイナ

スイメージを払拭するとともに、ニーズに合っ

た利用促進キャンペーンを実施し、需要の回復

を図ります。

昨年来、空気清浄機や自動発券機などの導入

による徹底した感染症対策に取り組んできてお

ります。

また、県が行うＰＣＲ検査事業や相部屋の個
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室化などで船内の安全性を向上し、船での移動

に対するマイナスイメージの回復を図り、乗用

車割引や個室へのグレードアップなど、ニーズ

を捉えた利用促進キャンペーンを実施すること

で需要回復を図ります。

なお、今年度は新船就航に向けた機運醸成の

ための大型プロモーションを展開していく予定

にしております。

次に、貨物対策については、経営分析や市場

調査に基づく貨物営業戦略により、県外事務所

等の企業誘致活動との連携を強化し、新たな販

路の開拓や、特に、下り荷の確保に努めること

で、収益の向上を図っていきます。

昨年度来、中小機構が派遣する外部アドバイ

ザーを活用し、経営分析や営業戦略の策定に取

り組んでいるところであります。

分析結果に基づきまして、季節や曜日に応じ

た戦略的な運賃設定をしたり、下り荷確保のた

め、定期輸送化に向けた市場調査や実証事業、

また、県外事務所や市町村の企業誘致活動と連

携して、県外荷主とのネットワークを構築する

ことで、情報発信の機会や手段を拡大し、新た

な荷の確保に努め、着実な収益の向上につなげ

ていくこととしております。

貨物、旅客に係るこれらの取組の実効性を確

保し、できるだけ早いタイミングの経営回復を

図ってまいることとしております。

説明は以上であります。

○兒玉雇用労働政策課長 委員会資料の21ペー

ジをお開きください。

第11次宮崎県職業能力開発計画の策定スケ

ジュールの見直しについてであります。

１の計画の位置づけ、及び４の現在までの進

捗状況につきましては、４月の常任委員会で御

報告いたしましたので、説明は省略させていた

だきます。

２の計画期間についてでありますが、当初、

国基本計画と合わせて、令和３年度から７年度

までの５年間としておりましたが、国基本計画

の内容を十分踏まえるとともに、県の総合計画

との整合性を図る観点から、策定の時期を今年

度末とし、計画期間を令和４年度から令和８年

度までの５年間としております。

３の策定に当たっての基本的な考え方であり

ますが、２の計画期間で触れましたとおり、国

基本計画に掲げられている職業能力開発の方向

性や基本的施策を踏まえるとともに、今年度策

定に着手する次期宮崎県総合計画等との整合性

を図りながら策定することとしております。

５の今後のスケジュール（予定）であります

が、８月以降、県職業能力開発審議会での審議、

本常任委員会への御報告、パブリックコメント

を行うなどし、令和４年３月の策定に向けて作

業を進めていくこととしております。

以上でございます。

○大衛企業立地課長 企業立地課でございます。

委員会資料の22ページでございます。

令和２年度の企業立地の状況について報告い

たします。

まず、１、企業立地の目標と実績であります。

表にありますように、企業立地につきまして

は、令和元年度から４年度までの４年間で、企

業立地件数150件、このうち県外新規50件、最終

雇用予定者数5,000人を目標として取り組んでい

るところであります。

これに対し、元年度から２年度までの２か年

間の実績でありますが、企業立地件数が86件、

うち県外新規が29件、最終雇用予定者数は2,374

人となっており、目標に対する達成率は御覧の

とおりとなっております。
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次に、２の業種ごとの立地件数・雇用者数の

推移でありますが、過去５年度分を記載してお

ります。

１番右側の列、太線のところでございますが、

令和２年度の立地件数につきましては、製造業

が16件、情報サービス産業が17件など、合計で39

件となったところであります。

３の令和２年度の企業立地の状況と主な特徴

としましては、（１）にありますとおり、全体の

件数としましては、過去５年間で最も少なくな

りました。新型コロナの影響により、経済の先

行きに不透明感が広がったことや、都市圏との

往来に制約を受け、企業訪問など誘致活動が思

うように進められなかったことなどが主な要因

と考えております。

その中でも、（２）にありますように、フード

ビジネス関連や流通関連業は好調に推移をした

ところであります。

また、（５）になりますけれども、地域的に

は、12市町村において、立地認定がございまし

た。このうち、串間市、高千穂町、椎葉村には、

情報サービス産業として初めての立地が実現す

るなど、立地地域に新たな広がりが見られたと

ころでございます。

なお、次のページ以降に、２年度の立地企業

の一覧表を添付しておりますので、後ほど御参

照いただければと存じます。

説明は以上であります。

○中尾スポーツランド推進室長 委員会資料25

ページを御覧ください。

スポーツキャンプ・合宿の状況についてであ

ります。

まず、１の令和２年度県外からのスポーツキャ

ンプ・合宿の受入実績についてであります。

（１）の令和２年度の状況でありますが、プ

ロ、アマチュアを合わせまして603団体、参加人

数１万2,995人、延べ参加人数９万7,503人であ

り、いずれも前年度より大きく減少となりまし

た。

主な要因は新型コロナウイルス感染症の影響

でありますが、特に初めて国の緊急事態宣言が

発令されました４月から５月、県の感染拡大緊

急警報が発令されました７月から８月、県独自

の緊急事態宣言等が発令されました１月から２

月の減少が大きかったところであります。

26ページを御覧ください。

（２）の春季キャンプ・合宿の状況でありま

す。

先ほどの数値の内数でありますが、団体数

は260団体、参加人数は6,050人、延べ参加人数

５万5,559人でした。

昨年キャンセルが相次いだ３月につきまして

は、今年は前年同月比で99団体のプラスとなり、

盛り返しが見られたものの、１月から２月は県

独自の緊急事態宣言等が発令され、全体として

は減少となったところであります。

観客数につきましては、今年は県や受入市町

から無観客でのキャンプ実施の要請を行いまし

たことから、全てのプロスポーツキャンプが無

観客での実施となり、平成５年度の調査開始以

来、過去最低となりました。

次に、経済効果等についてであります。

無観客での実施の影響から、キャンプ参加者

や報道機関等による経済効果のみとなりまし

て、14億7,200万円と大きく減少し、平成５年度

の調査開始以来、過去最低の数値となったとこ

ろであります。

ＰＲ効果につきましては、宮崎キャンプの模

様がテレビや新聞で紹介された状況を金額換算

したものでありますけれども、34億7,300万円と
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大きく減少し、こちらも平成11年度の調査開始

以来、過去最低の数値となったところでありま

す。

これは、広島東洋カープ１軍の日南キャンプ

が実施されなかったこと、それから、読売巨人

軍の主力組が宮崎キャンプ不参加となったこと

などから、メディアの露出機会が減ったことが

影響したと考えております。

以上のように、新型コロナの影響を受け、数

値は落ち込んだところでありますが、今年の春

季キャンプにつきましては、プロ野球球団、Ｊ

リーグチーム、県と受入市町がしっかりと感染

症対策を行った上でキャンプが実施され、一定

の経済効果やＰＲ効果を得ることができたこと

は、プラスの成果として捉えております。

引き続き感染症対策との両立を図りながら、

本県の強みでありますスポーツをしっかり生か

して、キャンプ・合宿誘致に取り組んでまいり

たいと考えております。

27ページを御覧ください。

東京オリンピック・パラリンピック事前合宿

の状況であります。

（１）の表に記載のとおり、本県では、７月

上旬から８月下旬まで、９か国、６競技、計13

チームの海外代表チームの事前合宿を受け入れ

る予定としております。

（２）は、主な新型コロナウイルス感染症対

策を記載しておりますが、選手団につきまして

は、①のとおり、日本への出発前96時間以内に

ＰＣＲ検査を２回受け、②のとおり、入国時空

港におきまして、再度検査を行うこととなって

おります。

その上で、③のキャンプ期間中ですけれども、

県において、選手団等に対し、毎日ＰＣＲ検査

を実施するほか、宿泊施設のフロアや食事会場

の貸切り等も行うこととしております。

また、移動につきましても、貸切バス等の専

用車での移動、それから、羽田―宮崎間の航空

機内における選手団周りの空席の確保など、徹

底した感染症対策を行ってまいります。

なお、資料には記載しておりませんが、万が

一、陽性者が発生した際の医療受入体制や体調

不良者が発生した場合のスムーズな医療受診体

制の準備も行っているところであります。

県といたしましては、万全な感染症対策の下

で円滑な受入れを行い、キャンプ地としての役

割をしっかりと果たしてまいりたいと考えてお

ります。

説明は以上でございます。

○日髙委員長 執行部の説明が終了いたしまし

た。

それでは、報告事項に関して、質疑はござい

ませんでしょうか。

○二見委員 企業立地のことについて伺いたい

んですけれども、コロナが発生した影響という

のは、よく分かりますが、逆に、このコロナの

関係で、いかに日本が国内生産等について弱かっ

たかというのも分かったわけですよね。こうい

う状況になったんだけれども、この１年間で、

例年までの誘致活動と特別違うやり方というの

は、何かされたんでしょうか。

○大衛企業立地課長 今の議員の御質問であり

ますけれども、企業にとって大変重要な意思決

定である投資に関するやり取りということにな

りますので、基本的には企業を訪問して、秘密

裡にといいますか、かなり情報を管理しながら、

やり取りをさせていただいているのが実情であ

ります。そういった中で、こういう状況により、

企業訪問も受けてもらえない状況もありました

ので、いち早く、ウェブ会議、Ｚｏｏｍ等を導
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入しまして、そういったやり取りができるよう

な体制を整えながらやったというのが１点ござ

います。

それから、今回、テレワーク等々が広がった

中で、地方に対する関心も広まりました。地方

への関心がある企業と我々とで、セミナー等を

やることがあるんですけれども、こういったの

も、リアルでできない状況もありましたので、

ウェブでの説明会をさせていただいたりしまし

た。また、市町村とのつなぎというところでい

いますと、ドラフト会議という言い方をしてい

るんですけれども、例えば高千穂町や新富町、

高原町、日向市といった自分の市町村のテレワ

ーク環境だったり、立地環境をＰＲしたいとい

うと宮崎県に関心がある企業で、今お付き合い

があるところ等をウェブ上で結びつけような動

きが年度末にあり、今年度に入ってもまだ継続

してやっていこうとしている状況でございます。

○二見委員 いろんな制約があったのは分かる

んだけれども、やはり、国内に戻ってこないと

いけないというか、都市部ではいけないという

認識を持った企業もあったということで、全国

的にいろんな地方で誘致活動が活発化になった

のもあるわけなんです。隣の大分県は、対象業

種を広げたり、補助金を倍にしたり、そういっ

たものを掲げて取り組んでいたというのを聞い

ているんです。

その結果がどうだったか分からないので、１

回調べてみたいなとは思っているんですけれど

も、そういうアピールの仕方をしたりしたわけ

ですよね。こっちから行ってというよりか、ア

ドバルーンを上げて、これに関心がある人いま

せんかというやり方をしたんだと思うんですけ

れども、そういうものを宮崎県は何かされたの

でしょうか。

○大衛企業立地課長 先ほど繰越明許の中にも

ありましたけれども、昨年６月の補正でサプラ

イチェーン対策等県内投資促進補助事業という

のをやらせていただきました。これは国の臨時

交付金を活用させていただく形で、新設が１番

ありがたいわけですけれども、いわゆる工場の

増設に関しましても、普段よりも高い補助率で

補助をしますよという形で募集をいたしました。

あと、首都圏では、通勤などで密を避けると

いう意味で、テレワーク等が広がりましたので、

テレワーク拠点を県内に設置していただけるよ

うな施設整備に対しても補助をするという形で、

この事業は組み立てさせていただきまして、結

果としまして、３件、採択をさせていただいた

ところであります。

３件のうち２件は製造業でありますが、１件

は、半導体製造業に納入される特殊樹脂のメー

カーの東京エレクトロンというところなんです

けれども、国内の調達率を広げたいというよう

な中で、その要請に応えて増設をされました。

製造業につきましては、ニチワという日南市

の企業を今回採択しておるんですけれども、こ

ちらは、中国に工場が２つございまして、国内

調達率を高めるために本社の隣に工場を増設す

るということで応募いただきまして、採択をし

たところでございます。

あと、もう一つは、ＧＭＯが県外からの従業

員のテレワーク拠点、あるいは、ＢＣＰとして

の拠点として整備をしていただいたということ

で採択したところでございます。交付金を活用

させていただいて、補助率を高めることで、こ

ういった取組、設備投資につながった案件では

ないかと考えております。

○二見委員 今回の結果を見て、こうしたほう

がよかったとか、そういった分析というか、次



- 26 -

令和３年６月24日(木)

へのステップにつながるような改善点とかはど

のように考えていらっしゃるんでしょうか。

○大衛企業立地課長 昨年はここ数年の中では

少なかったという状況はございますけれども、

私どもとしては、先ほど掲げた目標の達成に向

けて頑張ってまいりたいと思っております。

そういった中で好調であったのが、先ほどの

ＥＣサイトの動きもありまして、物流拠点であ

ります。非常に物流量が増えている一方で、ト

ラックドライバーの不足であったりとか、今後

見込まれます、時間外労働の規制といった中で、

物流拠点の再配置といったことが、今後より細

かになるだろうと思われます。そういった中で、

例えば、都城市であれば、志布志道路の開通が

見込まれますので、非常に有利な場所でありま

す。そのような世の中の流れと県内のインフラ

整備の状況といったもの等も併せて見ながら、

どういったところにメリットや強みがあるのか

をしっかり分析し、地域のことも考えながら一

つ一つ丁寧にやらせていただきたいと思ってお

ります。

○二見委員 恐らく企業誘致の活動は不要不急

じゃないと思うので、積極的にやっていただい

たほうがいいかなと思います。あとは、新しい

生活様式とか感染防止対策はするわけですから、

このときできませんでしたというのは通用しな

いと思うんですよね。逆に、この機会がチャン

スだったわけなんで、このチャンスを逃したら、

もうみんな決まってしまって、あとは残ってな

いわけですから、そこをよく見極めてほしいな

と思います。

○日髙委員長 その他で何かありませんでしょ

うか。

それでは、請願の審査に移ります。

継続請願第３号「労働者支援の拡充を求める

請願」について、執行部から何か説明はありま

すでしょうか。

○兒玉雇用労働政策課長 特にございません。

○日髙委員長 承知いたしました。

関連して、委員の皆様から質疑はございませ

んでしょうか。よろしいでしょうか。

それでは、以上をもって、商工観光労働部を

終了いたします。

執行部の皆様、お疲れさまでした。

暫時休憩いたします。

午前11時51分休憩

午前11時51分再開

○日髙委員長 再開いたします。

午後は１時再開としたいと思います。よろし

いでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○日髙委員長 じゃあ、よろしくお願いいたし

ます。

暫時休憩いたします。

午前11時51分休憩

午後１時０分再開

○日髙委員長 それでは、委員会を再開いたし

ます。

本委員会に付託されました議案等について、

部長の概要説明を求めます。

なお、委員の質疑は、執行部の説明が全て終

了した後にお願いをいたします。

○西田県土整備部長 県土整備部でございます。

どうぞよろしくお願いいたします。

今回の委員会で御審議いただく県土整備部所

管の議案等について、その概要を御説明いたし

ます。

申し訳ありませんが、着席させていただきま
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す。

お手元の商工建設常任委員会資料の表紙をめ

くっていただきまして、目次を御覧ください。

まず、議案につきましては、一般会計補正予

算案のほか、特別議案５件でございます。

次に、報告事項につきましては、繰越明許費、

事故繰越し、ほか２件について。

最後に、その他報告事項でございますが、宮

崎県新広域道路交通計画の策定ほか２件につき

まして、御報告させていただきます。

続きまして、予算の概要について御説明いた

します。

１ページを御覧ください。

県土整備部の６月補正予算一覧でございます。

令和３年度６月補正額は、一般会計で、太枠

のＤの欄の下から５番目、着色しておりますと

ころでありますけれども、18億7,700万3,000円

でございます。

その結果、６月補正後の予算額は、右のＥ欄

に記載のとおり、733億4,187万8,000円となり、

対前年度比で19.2％の減となっております。

また、今回補正のない特別会計を合わせまし

た６月補正後の部予算合計は、Ｅ欄の１番下に

記載のとおり、753億4,596万1,000円となり、対

前年度比で18.3％の減となっております。

私からの説明は以上でございますが、詳細に

つきましては、担当課長などから説明させます

ので、よろしくお願いいたします。

○児玉管理課長 管理課でございます。

それでは、県土整備部の６月補正予算の概要

について御説明いたします。

委員会資料の１ページを御覧ください。

今回の補正額は、右から３列目のＤの列にあ

りますとおり、補助公共・交付金事業18億2,700

万3,000円、並びにその他の欄には、後ほど港湾

課より御説明します地方創生臨時交付金を財源

とする事業5,000万円を計上しており、合計で、18

億7,700万3,000円となります。

次に、２ページをお開きください。

２の補助公共・交付金事業であります。

右から３列目のＤの列、６月補正額を御覧く

ださい。

今回の補正は、道路、ダム、港湾、都市公園

の事業における国庫補助決定等に伴うもので、

１番下の計の欄にありますように、合計で、18

億2,700万3,000円の増額補正をお願いしており

ます。

主な事業につきましては、道路では、交通安

全施設の整備、ダムでは、ダム管理施設の機器

更新、港湾では、津波対策事業及び港湾改修事

業、都市公園では、県総合運動公園の整備を行

うこととしております。

３ページ目は、課別の内訳を記載しておりま

すので、後ほど御覧ください。

次に、４ページをお開きください。

一般会計の繰越明許費であります。公共道路

新設改良事業など14事業で、計83億8,566万9,000

円をお願いしております。これは、関係機関と

の調整や用地交渉などの理由により、工事発注

が年度当初からずれ込むこと、また、昨年４月

から、県発注の公共工事について、国が策定し

たガイドラインに準じて、準備期間及び後片づ

け期間を見直し、工事期間が工種により35日か

ら95日ほど延びたことなどによるものでありま

す。

次に、５ページを御覧ください。

一般会計の債務負担行為の追加であります。

これは、河川課の公共河川事業や公共土木災

害復旧事業の３件で、１番下の計の欄にありま

すとおり、合計で、６億6,720万円をお願いして
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おります。

これは、横市川大規模特定河川事業における

橋の上下部工や大雨で被災した国道を復旧する

工事の期間が年度をまたがりますことから、債

務負担行為の設定をお願いするものであります。

説明は以上であります。

○東道路保全課長 当課の補正予算について御

説明いたします。

お手元の歳出予算説明資料の135ページをお開

きください。

当課の補正予算額は、６億114万8,000円の増

額をお願いしております。

その結果、右から３列目の補正後の予算額

は、163億10万5,000円となります。

補正の内容について御説明いたします。

137ページをお開きください。

中ほどの（事項）公共道路維持事業費であり

ます。

これは、交通安全施設の整備や、橋梁・トン

ネル等の点検・補修などを行う事業でありまし

て、国庫補助決定等により、６億114万8,000円

の増額を行うものであります。

説明は以上であります。

○小牧河川課長 河川課であります。

歳出予算説明資料の133ページをお開きくださ

い。

当課の補正予算額は、２億2,161万8,000円の

増額をお願いしております。

その結果、補正後の予算額は、187億6,016

万7,000円となります。

以下、補正の主な内容について、御説明いた

します。

141ページをお開きください。

（事項）ダム施設整備事業費であります。

これは、ダム管理施設の機能の向上を図るた

め、管理施設の改良や機器の更新を行う事業で

あります。

国庫補助決定等に伴い、２億2,161万8,000円

の増額をお願いするものであります。

河川課は以上であります。

○鈴木港湾課長 港湾課です。

歳出予算説明資料の143ページをお開きくださ

い。

当課の補正予算額は、一般会計で、10億214

万7,000円の増額をお願いしております。

その結果、補正後の予算額は、右から３列目

の２行目ですけれども、一般会計が58億4,488

万7,000円となり、その下の港湾整備事業特別会

計13億1,294万1,000円と合わせまして、当課の

合計は、１番上の段、71億5,782万8,000円とな

ります。

以下、補正の内容について御説明いたします。

145ページをお開きください。

１番上の（事項）公共海岸保全港湾事業費で

あります。

これは、港湾区域内の公共海岸の保全事業に

要する経費でありますが、津波対策事業の国庫

補助決定等により、３億9,060万円の増額を行う

ものであります。

次の（事項）港営費であります。

これは、港湾施設の管理に要する経費であり

ますが、新型コロナウイルス感染症対策に伴い、

みやざき臨海公園の利用促進事業を行う経費と

して、5,000万円の増額を行うものであります。

この事業につきましては、後ほど、常任委員

会資料にて御説明いたします。

次に、１番下の（事項）公共港湾建設事業費

であります。

146ページをお開きください。

これは、公共港湾施設の建設事業に要する経
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費でありますが、港湾改修事業や老朽化対策を

行う統合補助事業などの国庫補助決定等により、

補正をお願いするものです。

145ページにお戻りいただきまして、１番下段

になりますけれども、５億6,154万7,000円の増

額を行うものであります。

続きまして、先ほどの説明にありました新規

事業、みやざき臨海公園利用促進事業について

御説明いたします。

商工建設常任委員会資料の６ページをお開き

ください。

まず、１の事業の目的・背景ですが、みやざ

き臨海公園は憩いの水辺空間として、趣味やリ

フレッシュの場として、県民に広く利用されて

おり、新型コロナウイルス発生以降のイベント

が開催できない中におきましても、公園を散策

等で利用する県民は増加傾向にあります。

今後も感染への警戒が続く中、県民の皆様が

安心して利用できるよう、整備を行うものであ

ります。

次に、２の事業概要ですが、予算額は5,000万

円、財源は地方創生臨時交付金であります。

事業期間は、令和３年度の単年度で、事業内

容につきましては、右側のページ、４の整備計

画（案）を御覧ください。

まず、左上の①子供向け施設整備ですが、現

在、公園内には、スケートボードやバスケット

ボールを楽しむことのできる多目的コートがあ

ります。中高生や大人の方の利用がほとんどと

なっておりますことから、小さなお子様連れの

家族が安心して利用できるよう、小学校低学年

以下を対象とした多目的ファミリーコートを整

備します。

これにより、利用者の分散を図り、小さなお

子様たちの安全も確保するものであります。

次に、右上②周遊路整備としまして、ジョギ

ングやウオーキングを楽しむ利用者のために、

黄色のラインで示した周遊コースを設定し、案

内板を設置いたします。

また、夕方以降も利用できるよう照明灯も設

置いたします。これにより、人の流れを誘導し、

密の解消を図るものであります。

１番下の③利用環境整備としまして、左下の

写真のような、サイクルステーションの設置や、

その右隣、真ん中の写真のような、駐車区画ラ

インのＵ字型への改良、さらに、１番右の写真

のように、ビーチへの階段やスロープに抗菌仕

様の手すりを設置することにより、利用者の利

便性向上、安全確保を図るものであります。

６ページにお戻りいただきまして、３の事業

の効果ですが、施設の整備により、利用者の分

散や密の解消を図り、安心して利用できる環境

を提供するとともに、県民の心身の健康増進に

寄与し、臨海公園の利用促進につながるものと

考えております。

説明は以上であります。

○梅下都市計画課長 都市計画課であります。

当課の補正予算案について御説明いたします。

歳出予算説明資料の147ページをお開きくださ

い。

当課の補正予算額は、5,209万円の増額をお願

いしております。

その結果、補正後の予算額は、右から３列目

の32億1,285万3,000円となります。

補正の内容について御説明いたします。

149ページをお開きください。

（事項）公共都市公園事業費であります。

これは、ひなた宮崎県総合運動公園において、

都市公園施設の整備を行う経費でございますが、

国庫補助決定等に伴い、増額を行うものであり
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ます。

都市計画課の説明は以上であります。

○加行道路建設課長 道路建設課からは、議案

第14号から議案第16号を御説明いたします。

委員会資料の９ページを御覧ください。

議案第14号であります。

これは、国道327号佐土の谷工区で施工する（仮

称）佐土の谷３号橋上部工工事に関する工事請

負契約の変更であります。

本件は昨年度の２月議会におきまして議決を

いただいた工事でありまして、現在、橋梁上部

工事に向けた準備工を行っております。

１の事業概要であります。

当工区は、東臼杵郡諸塚村大字七ツ山から椎

葉村大字松尾の区間で実施しております道路改

良事業でありまして、延長3,400メートル、車道

幅員5.5メートル、全幅７メートル、全体事業費

が約124億円であります。

次の２の工事概要であります。

次のページの10ページを御覧ください。

上から平面図、側面図、断面図となっており

ます。

佐土の谷３号橋につきましては、側面図と断

面図にありますように、橋長124メートルのコン

クリート製のＴ型の箱桁橋でありまして、張出

架設工法で架設をする工事であります。

前のページに戻っていただき、９ページを御

覧ください。

３の工事請負契約の概要であります。

契約の金額が５億1,714万3,000円で、変更契

約の金額が５億2,985万9,232円、増額1,271

万6,232円であります。

契約の相手方は、オリエンタル白石・大和開

発・旭建設特定建設工事共同企業体で、工期は

令和３年３月８日から令和４年10月31日までで

あります。

次に、４の変更理由であります。

令和３年３月から適用された公共工事設計労

務単価等に係る特例措置による請負金額の変更

であります。

その内容について御説明をいたします。

11ページを御覧ください。

今回の特例措置による工事請負金額の変更は、

最近の全国的な労務単価の上昇を考慮し、国土

交通省が令和３年３月から適用する公共工事設

計労務単価についてを定めたことによるもので、

それを受けまして、県におきましても受注者に

対し、令和３年３月から適用する公共工事設計

労務単価等についての運用に係る特例措置を通

知したところであります。

特例措置の適用条件は、令和３年３月１日以

降に契約を行った工事等のうち、予定価格の積

算に当たって、令和３年３月１日よりも前の公

共工事設計労務単価等を適用したものになりま

す。

本工事では、下の図、右下二重線囲みのとお

り、契約日が令和３年３月８日であり、予定価

格の積算は、左の点線囲みのとおり、令和３年

３月１日よりも前の旧単価を適用しており、今

回、受注者からの請求があったことから、特例

措置として、令和３年３月の新単価に置き換え

まして、請負金額を変更するものであります。

続きまして、12ページをお開きください。

議案第15号であります。

これは、国道448号石波工区で施工する、（仮

称）石波トンネル２工区に係る工事請負契約の

変更であります。

本件も前議案と同じく昨年度の２月議会で議

決をいただいた工事でありまして、現在、トン

ネル本体工事に向けた準備工を行っております。
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１の事業概要であります。

当工区は、串間市大字市木で実施しておりま

す道路改良工事でありまして、延長3,200メート

ル、車道幅員６メートル、全幅7.5メートル、全

体事業費が約170億円であります。

次に、２の工事概要であります。

次のページの13ページの上の平面図を御覧く

ださい。

トンネルの全体延長が2,555メートルのうち、

延長1,044メートルを日南市側から掘削する工事

であります。

右下の写真③にありますように、現道は幅員

が狭く、線形も悪い急峻な海岸線に沿って走っ

ているため、拡幅での改良が難しい状況であり

ます。このため、山側にトンネルを整備するこ

とで、円滑な交通の確保を図ることとしており

ます。

前のページに戻っていただき、12ページを御

覧ください。

３の工事請負契約の概要であります。

契約金額は54億8,065万2,100円で、変更契約

の金額が55億5,764万5,755円、増額7,699万3,655

円であります。

契約の相手方は、前田・坂下・山崎特定建設

工事共同企業体で、工期は、令和３年３月８日

から令和７年10月31日までであります。

次に、４の変更理由でありますが、これも前

議案と同じく、令和３年３月から適用された、

公共工事設計労務単価等に係る特例措置による

請負金額の変更であります。

続きまして、15ページをお開きください。

議案第16号であります。

これは、主要地方道北方北郷線で施工する（仮

称）川水流橋上部工工事に関する工事請負契約

の変更であります。

本件も前議案と同じく昨年度の２月議会で議

決をいただいた工事でありまして、現在、橋梁

上部工事に向けた準備工を行っております。

１の事業概要であります。

当事業は、延岡市北方町の川水流橋架け替え

事業でありまして、延長440メートル、車道幅

員5.5メートル、全幅９メートル、全体事業費が

約41億円の事業であります。

次に、２の工事概要であります。

次のページの16ページを御覧ください。

川水流橋につきましては、側面図と断面図に

ありますように、橋長が273.4メートルの鋼製の

箱桁橋であり、クローラクレーンで架設する工

事であります。

前のページに戻っていただきまして、15ペー

ジを御覧ください。

３の工事請負契約の概要であります。

契約の金額は11億7,865万円で、変更契約の金

額が11億8,950万5,568円、増額1,085万5,568円

であります。

契約の相手方は、横河ＮＳ・清本特定建設工

事共同企業体で、工期は、令和３年３月８日か

ら令和４年12月28日までであります。

次に、４の変更理由ですが、これも前議案と

同じく、令和３年３月から適用された公共工事

設計労務単価等に係る特例措置による請負金額

の変更であります。

道路建設課からは、以上であります。

○鈴木港湾課長 港湾課です。

議案第17号について御説明いたします。

常任委員会資料の18ページをお開きください。

宮崎港整備事業宮崎港可動橋新設工事に係る

工事請負契約の変更についてであります。

この工事は、カーフェリー新造船の乗り降り

に利用するサイドスロープの可動橋部分を設置
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する工事であります。この契約につきましては、

昨年度２月議会について御承認をいただいてい

るところです。

１の工事の概要ですが、港湾名は宮崎港、事

業名は宮崎港整備事業で、特別会計により実施

しております。

位置は宮崎市新別府町、可動橋の延長は33.9

メートル、幅員は５メートル、形式は、鋼製可

動橋になります。

なお、サイドスロープの全体延長は、下の写

真にありますように、101メートルとなっており

まして、そのうち可動橋部分は33.9メートルと

なっております。

２の工事請負契約の概要でありますが、契約

の金額は７億1,900万4,000円、変更契約の金額

は７億1,917万1,997円で、16万7,997円の増額に

なります。

契約の相手方は、三井住友建設鉄構エンジニ

アリング株式会社大分営業所、工期は、令和３

年３月８日から令和４年３月25日までとなって

おります。

３の変更の理由でありますが、先ほどの議案

と同様、令和３年３月から適用された公共工事

設計労務単価等に係る特例措置に伴う変更、そ

れとあわせまして、下の立面図の赤囲いをして

いる可動橋の先端部分、カーフェリーと直接接

触する部分ですけれども、その設計見直しに伴

う変更により、請負金額を変更するものであり

ます。

説明は以上でございます。

○金子建築住宅課長 建築住宅課でございます。

委員会資料の８ページをお開きください。

議案第11号「宮崎県営住宅の設置及び管理に

関する条例の一部を改正する条例」について御

説明いたします。

１の改正の理由でありますが、過疎地域の持

続的発展の支援に関する特別措置法が施行され

たことに伴い、関係規定の改正を行うものであ

ります。

次に、２の改正の内容であります。

新しい過疎法の施行に伴い、条例第６条第４

項において、引用する法律名を改正するもので

あります。

改正前は、過疎地域自立促進特別措置法を引

用しておりましたものを、改正後は、過疎地域

の持続的発展の支援に関する特別措置法を引用

いたします。その他条項ずれ等はございません。

最後に、３の施行期日につきましては、公布

の日から施行し、過疎法の施行に合わせまして、

令和３年４月１日から適用することとしており

ます。

建築住宅課は以上でございます。

○日髙委員長 執行部の説明が終了いたしまし

た。

議案について質疑はございませんでしょうか。

○窪薗委員 この３月から労務単価が変わり、

特例措置ということで、工事契約の変更が上がっ

ているわけですが、このいきさつを教えていた

だきたいと思います。

○桑畑技術企画課長 技術企画課でございます。

今の御質問は、労務単価の改正についての御

質問でございます。

労務単価につきましては、毎年10月に県内の

企業に協力いただきまして、聞き取りとか、賃

金台帳を見せていただいて、賃金の実態を調べ

ております。その調べた結果を翌年度、労務単

価に反映しているという状況を繰り返しており

ます。

今回、昨年度の労務調査の結果を受けまして、

労務単価が上昇したということに伴いまして、



- 33 -

令和３年６月24日(木)

契約金額の変更を行ったものでございます。

ちなみに、労務単価につきましては、９年連

続で引上げを行っておりまして、今年度は、約

２％、400円程度の上昇が見られたところでござ

います。

○窪薗委員 近年、働き方改革等でかなり休み

も多くなったといった影響は、どのようにこれ

に反映するのですか。

○桑畑技術企画課長 今お話しましたように、

実際企業さんが現地でお支払いしている賃金を

調べております。その結果を単価に反映し、そ

の単価が実際に支払われている状況を確認して、

上昇が見られれば、次の年また上昇するという

のを繰り返しておりまして、それが９年間連続

して上昇しているということで、実際現地でお

支払いされている賃金も上昇しているという結

果を見られると考えております。

○窪薗委員 結局、工事請負の途中でも、こう

いった調査で変更はできるという意味合いのも

のなんですね。

○桑畑技術企画課長 今回、上昇の幅が大きかっ

たということもありまして、先ほど申し上げま

したように、国から、３月１日をまたいで契約

するものについては、単価の上昇分を増額で変

更してもよいという通知がございまして、その

特例措置に基づいて、今回変更させていただく

ということでございます。

○来住委員 これは道路保全課の歳出予算説明

資料の137ページで、補正が60億114万8,000円な

んですけれど、内容を見てみますと、２の道路

メンテナンス事業が７億3,525万8,000円減に

なっているわけです。メンテナンス事業をやら

ないということはないと思うんで、実際、これ

は組み替えて、１の地方道路交付金事業で行う

のかなと、勝手にそう思っているんですが、具

体的にはどういうことなんでしょうか。

○東道路保全課長 道路メンテナンス事業につ

きましては、令和２年度から、この道路メンテ

ナンス事業という国庫補助事業で行うことに

なっております。今回減額になっておりますの

は、国土強靭化の５か年加速化の補正予算が昨

年度２月でつき、令和３年度の前倒しといった

ところになっております。ですから、メンテナ

ンス事業については、先取りの補正で１回頂い

ておりまして、地方道路交付金には入っており

ません。

○日髙委員長 そのほかで、よろしいでしょう

か。

それでは、次に、報告事項に関する説明を求

めます。

なお、委員の質疑は、執行部の説明が終了し

た後にお願いをいたします。

○児玉管理課長 委員会資料の20ページをお開

きください。

令和２年度から本年度への繰越明許費の確定

についてであります。

地方自治法施行令第146条第２項の規定に基づ

き、御報告申し上げます。

20ページから22ページにかけまして、繰越明

許費について、会計区分ごと、所属ごと、事業

ごとに記載しております。

21ページを御覧ください。

表の１番下になりますが、一般会計合計は、575

億6,903万3,538円であります。

繰越しの理由につきましては、各事業ごとに

主なものを記載しておりますが、国の補正予算

に伴い、２月補正で予算を計上したことや、関

係機関との調整に日時を要したことなどの理由

により、工期が不足したことによるものなどで

あります。
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22ページをお開きください。

特別会計についてであります。

上の表は、公共用地取得事業特別会計で、繰

越額は5,270万7,172円であり、用地交渉等に日

時を要したことによるものであります。

その下の表は、港湾整備事業特別会計で、繰

越額は4,882万7,000円であり、関係機関との調

整に日時を要したことによるものであります。

その結果、一般会計と特別会計を合わせた、

県土整備部の繰越額の合計額は、576億7,056

万7,710円であります。

次に、23ページを御覧ください。

事故繰越しにつきまして、地方自治法施行令

第150条第３項において準用する第146条第２項

の規定に基づき、御報告します。

一般会計で道路保全課の公共道路維持事業な

ど４課５事業で、２億9,871万7,871円でありま

す。

事故繰越しの主な理由としましては、まず、

１番上の段の公共道路維持事業では、トンネル

内の照明設備を更新する工事につきまして、施

工に必要な資材、ケーブルの納入に日時を要し

たことから、年度内の事業完了が困難となった

ものであります。

また、１番下の段の公共港湾建設事業では、

細島港のガントリークレーン２号機の改修工事

において、工事期間中の代替荷役機械として予

定していた１号機に不具合が生じ、工事の進捗

に遅れが生じたことによるものなどであります。

繰越しについての報告は以上であります。

○東道路保全課長 委員会資料の24ページをお

開きください。

道路の管理瑕疵に係る損害賠償額を定めたこ

とについて、地方自治法第180条第２項の規定に

基づき、御報告いたします。

今回の報告は、物損事故が７件です。

それぞれの事故の内容について、御説明申し

上げます。

発生日、発生場所等につきましては、資料の

左側の欄に記載のとおりであります。

１番目の倒木事故につきましては、道路脇の

のり面から車道を塞いで発生していた倒木に衝

突し、車両の左側ドアなどを損傷したものであ

ります。本件は、被害者に前方不注視の過失が

ありますので、４割の過失相殺を行っておりま

す。

２番目の落石乗り上げ事故につきましては、

車道上にあった落石に乗り上げ、オイルパン、

フロントサスペンション等を損傷したものであ

ります。本件は、被害者に前方不注視の過失が

ありますので、３割の過失相殺を行っておりま

す。

３番目の落石乗り上げ事故につきましては、

車道上にあった落石に乗り上げ、タイヤを損傷

したものであります。本件は、被害者に前方不

注視の過失がありますので、３割の過失相殺を

行っております。

４番目の落石乗り上げ事故につきましては、

車道に散乱していた落石に乗り上げ、バンパー、

ナンバープレート等を損傷したものであります。

本件は、被害者に前方不注視の過失があります

ので、３割の過失相殺を行っております。

５番目の枝落下事故につきましては、道路上

空に伸びていた枯れ木の枝が落下して、走行中

の被害車両を直撃し、フロントガラス、ボンネッ

ト等を損傷したものであります。本件は、事故

の状況から被害者に過失を問うことはできない

と判断し、過失相殺は行っておりません。

６番目の落石乗り上げ事故につきましては、

車道上にあった落石に乗り上げ、オイルパン等
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を損傷したものであります。本件は、被害者に

前方不注視の過失がありますので、３割の過失

相殺を行っております。

最後の７番目の落石乗り上げ事故につきまし

ては、車道上にあった落石に乗り上げ、タイヤ

を損傷したものであります。本件は、被害者に

前方不注視の過失がありますので、３割の過失

相殺を行っております。

損害賠償額は、２万3,585円から59万905円と

なっておりまして、全て道路賠償責任保険から

支払われます。

説明は以上でありますが、引き続き道路パト

ロールを徹底するなど、道路利用者の安全確保

に努めてまいりたいと考えております。

道路保全課の説明は以上であります。

○金子建築住宅課長 委員会資料の25ページを

お開きください。

県営住宅の管理上必要な訴えの提起、和解及

び調停について、地方自治法第180条第２項の規

定に基づき、御報告いたします。

家賃滞納者に対する訴えの提起についてであ

ります。

表に記載しております相手方につきましては、

家賃を長期間滞納しており、再三の納付指導に

もかかわらず、改善しなかったことから、宮崎

県営住宅の設置及び管理に関する条例第33条第

１項の規定に基づき、住宅の明渡し請求を行い、

その後も、相手方に対しましては、電話、手紙、

訪問により、滞納家賃等の納付と住宅の明渡し

を求めてまいりましたが、相手からの返答がな

く、全く連絡がつかない状況となりました。誠

意が一切見られず、今後も自主的な家賃等の支

払い及び住宅の明渡しが期待できないと判断さ

れたことから、住宅の明渡し請求と家賃等請求

の訴えを提起するものであります。

なお、表の右端の専決年月日の欄に記載した

日に専決処分を行っております。

建築住宅は以上でございます。

○日髙委員長 執行部の説明は終了いたしまし

た。

報告事項について質疑はございませんでしょ

うか。

○二見委員 損害賠償の中身で、落石乗り上げ

事故等がちょっと多いなと思ったんですけれど

も、そこ辺ののり面の補修はきちんとしてあっ

たのでしょうか。

○東道路保全課長 落石箇所につきましては、

現地調査の結果、のり面の上部などから出てき

ております。対策としましては、すぐ応急的な

対策を取っておりますけれども、施設の整備が

できてない、ロックネット等が整備されてない

ところにつきましては、順次、防災対策等を講

じているところではあります。

しかし、緊急輸送道路を優先的にやっている

関係で、一般道まで手が届いてないところもご

ざいますけれども、道路管理者として、しっか

りやっていきたいと思っております。

○太田副委員長 同じく24ページの損害賠償額

ですが、下から３段目の枝落下事故は、突然上

から落ちてきたとかいうことだろうと思います

が、枝というのは、民有林だったりするのか、

それとも県の管轄の枝なのでしょうか。

○東道路保全課長 今回の案件につきましては、

民有林からの落下でございます。倒木や枝落下

事故が最近多いんですけれども、当然、道路区

域の中で大きく育った木が落下することもござ

いますが、全体的には民有地から倒れかかって

くる倒木ですとか、枝落下が現状では多いよう

な状況でございます。

○太田副委員長 民有林の木が落下してきたと
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いうのは、民有の方が管理すべきものかなと思っ

てしまうわけですが、今の話を聞くと、それも

県が補償しなきゃならんということですよね。

そうすると、１番上の倒木事故は倒れていた木

に前方不注意で乗り上げてしまったということ

だろうと思うんですけれども、民有林で倒れか

かってきたものも、県が補償せざるを得ないと

いうようなことですか。その辺の民有林との責

任の関係は、そういう形でやらざるを得ないと

いうことになっているんですか。

○東道路保全課長 １番上の倒木につきまして

は、これも同じく民有林から直径50センチぐら

いの大きな生木が倒れてきて道路を塞いでいた

ところにぶつかっていった案件でございます。

道路管理者としましては、日常、道路パトロ

ール等をやっておりまして、当然、安全に道路

を通すということで、建築限界４メートル50セ

ンチ以下のところに垂れかかっている木につき

ましては、地権者に連絡を取りまして、伐採を

お願いすることもございますし、緊急的な場合

には、道路管理者で伐採しているところでござ

います。

今回の案件は、道路のところよりも高い遠く

の位置から道路に降りてきておりまして、これ

については、倒木が予見できなかったという案

件でございます。（「分かりました。そうだった

んですね」と呼ぶ者あり）

○日髙委員長 関連でよろしいでしょうか。

次に、その他報告事項に関する説明を求めま

す。

なお、委員の質疑は、執行部の説明が終了し

た後にお願いいたします。

○加行道路建設課長 委員会資料の26ページを

お開きください。

宮崎県新広域道路交通計画の策定についてで

あります。

この計画につきましては、これまで、平成30

年９月、令和元年12月、本年４月の計３回、常

任委員会で検討状況の報告を行ってきたところ

でありますが、今月11日に計画を策定いたしま

したので、本日、御報告をさせていただくもの

です。

２のこれまでの取組にありますように、令和

３年４月の県議会への報告としまして、常任委

員会で計画素案の報告をさせていただきました。

その後、パブリックコメントを５月７日から６

月４日まで実施したところであります。

３のパブリックコメントの結果ですが、周知

方法につきましては、県のホームページや新聞、

ラジオ、フェイスブック等を活用いたしました。

（３）の意見の概要ですが、意見数としまし

ては、個人２名、３団体から、計17件の御意見

をいただいたところです。

主なものとしましては、１つ目が、一ツ葉有

料道路の北線と南線をつなぎ、宮崎東環状道路

の機能向上を図るべき、２つ目が、都城志布志

道路、平塚インターチェンジから東九州自動車

道、末吉財部インターチェンジ間について、今

後、構想路線として位置づけを検討してほしい、

３つ目が、国道10号等の県内の渋滞対策や事故

対策を進めてほしいといった意見でありました。

御意見に対して、県の対応としましては、１

つ目の意見につきまして、今回の計画において、

この区間を高規格道路「宮崎東環状道路」とし

て位置づけているところでありますので、将来

的に検討していく必要があると考えております。

次に、２つ目の意見につきましては、都城志

布志道路と東九州自動車道を結ぶルートにつき

ましては、今回の計画において、既に国道10号

を一般広域道路として位置づけているところで
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あります。

３つ目の意見につきましては、道路を管理す

る国や市とも情報を共有して、必要な対策を行っ

ていきたいと考えております。

以上のような意見も踏まえ、宮崎県幹線道路

協議会に諮ったところ、原案どおりで承認をい

ただきましたので、今回、計画策定の御報告を

させていただきました。

別紙で計画と概要をお配りしておりますので、

詳細はそちらを御覧いただきますようお願いし

ます。

道路建設課からは以上であります。

○大浦空港・ポートセールス対策監 港湾課で

あります。

委員会資料の27ページをお開きください。

サンマリーナ宮崎及びサンビーチ一ツ葉を合

わせて、みやざき臨海公園と県立阿波岐原森林

公園に係ります、次期指定管理者の選定につい

てであります。

これら施設につきましては、指定管理者制度

を導入しておりまして、今期の指定期間が本年

度末で終了となるため、令和４年度からの次期

指定管理者を募集していくことを御報告いたし

まして、募集方針などを御説明するものでござ

います。

まず、１、現在の管理運営状況についてであ

ります。

（１）施設の概要の３番目の丸、現在の指定

管理者は、みやざき公園協会とフェニックスリ

ゾートの２者で構成するマリンパークスであり

ます。

４番目の丸、指定期間は、平成29年４月１日

から令和４年３月31日までの５年間であります。

（２）施設利用状況につきまして、両公園の

年度ごとの利用者数を表に示しております。令

和２年度を見ますと、表の最下段で、両公園の

利用者数の合計は、約28万人となっております。

新型コロナ感染拡大によりまして、国際トライ

アスロン大会等のイベント中止などの関係がご

ざいまして、減少しております。

（３）施設の収支状況について、27ページか

ら28ページにかけまして、両公園の年度ごとの

収支状況を表に示しております。

この表の内訳には、収入として指定管理料と

自主事業収入、支出としまして、人件費や需用

費等の科目ごとの費用と自主事業の支出を示し

ております。令和元年度、２年度は、コロナ禍

におきまして、みやざき臨海公園で飲食を提供

しておりますビーチバーガーハウスの一時休業

等の影響もありまして、自主事業の収支が厳し

くなっておりまして、28ページの表最下段のと

おり、両公園を合わせた収支の差額合計もマイ

ナスとなっております。

（４）利便性やサービス向上、利用者増の取

組につきましては、両公園において自主企画イ

ベントの充実や、海水浴期間以外の公園利用の

促進、利用者への情報提供などに取り組んでお

りまして、（５）の評価といたしましては、①み

やざき臨海公園では、飲食提供施設の改装によ

る魅力の向上や、春のサンドフラワーフェスタ

をはじめ、自主企画イベントを各種実施するこ

となどにより、新たな利用者層の取り込みや海

水浴期間以外の利用者増につながっております。

②の阿波岐原森林公園につきましては、松林

や干潟等の地域特性を生かした自主事業や地域

のまちづくり団体との連携などにより、利用者

数の増加や地域活性化に貢献しております。ま

た、これまでの継続的な植栽活動が評価されま

して、パークウエイがガーデンツーリズム「宮

崎花旅365」の構成公園として指定されるなど、
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新たな観光資源となっておりまして、公園の利

用促進に寄与しております。

両公園に共通しまして、利用者の安全確保や

施設の維持保全に努め、適正な運営管理が行わ

れているものと評価しております。

今後もより一層の利用者増や満足を高めるた

めの自主事業等に取り組むことが望まれると考

えております。

次に、29ページですが、２、次期の募集方針

についてであります。

（１）業務の範囲は、施設の利用、施設の維

持及び保全、安全管理等に関する業務でありま

して、今期と同様でございます。

（２）指定期間は、令和４年４月１日から令

和９年３月31日までの５か年であります。

（３）の基準価格は、両公園合計しまして、

年額が１億7,077万7,000円、５年間の総額で、

８億5,388万5,000円となっております。この価

格が指定管理料の上限ということになります。

今期と比較しまして、年額で966万3,000円の増

でありまして、主な増額理由としましては、労

務単価の上昇や、みやざき臨海公園の業務範囲

に、昨年度整備した避難高台のエリアを追加し

たことであります。

（４）募集概要につきまして、募集期間を７

月１日から９月２日までの約２か月としており

ます。現地説明会も行いまして、広報といたし

ましては、県のホームページ、また、各種メディ

ア等で周知することとしております。

（５）資格要件を29ページから30ページにか

けまして、９項目記載しております。

戻っていただきまして、①の宮崎県内に事業

所または事務所を有するまたは設置が見込まれ

る法人等であること、30ページの⑨で小型船舶

操縦免許及びクレーン運転士免許の取得者を従

事させることができること等を記載しておりま

して、その他につきましては、29ページの③に

入札参加資格停止の措置を受けていないことな

どを記載しておりますが、一般的な不適格要件

を設定しております。

30ページをお願いいたします。

（６）の選定につきまして、まず、①審査の

流れでございます。まず、①の表の上段、県で

書類審査を行います。次に、表の中段、有識者

等の外部委員で構成されます指定管理候補者選

定委員会が各応募者のヒアリング等により審査

を行います。その後、表の下段ですが、県の選

定会議で、選定委員会の審査結果と県で評価し

た結果を照らし合わせまして、候補者案が異なっ

ていないかを確認することになっております。

②、③の表には、選定委員会と選定会議の構

成をお示ししております。

（７）選定基準につきまして、①住民の平等

な利用が確保されること、②施設の効用を最大

限に発揮する事業計画であることなど、５項目

を設定しておりまして、今期と同様でございま

す。

31ページ、（８）審査項目・配点につきまして、

表にしておりますが、表の左側は、先ほどの５

項目の選定基準でございまして、その選定基準

ごとに、中欄に審査項目を29項目設定しており

ます。右の100点満点のうちの配点によりまして、

審査を行うこととしております。点数の最上位

の応募者が指定管理の候補者となります。

最後に、３、スケジュールであります。

６月８日に第１回目の選定委員会を開催し、

募集方針等について御意見を伺ったところであ

ります。今後、７月１日から約２か月間の募集

を行った後、９月中旬から審査等を実施しまし

て、10月中旬に指定管理候補者を選定する予定
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であります。

その後、11月の定例県議会に議案として提出

させていただきまして、議決をいただいた後に

指定管理者を指定、基本協定の締結を経まして、

令和４年４月１日から新しい指定管理者による

業務を開始する予定でございます。

説明は以上であります。

○ 松高速道対策局長 資料の32ページをお開

きください。

高速道路等の整備状況と主な課題について説

明いたします。

初めに、１の整備状況の概要についてです。

図の中に、①から⑳まで、各区間に番号を振っ

ておりますので、その番号順に説明いたします。

まず、北から順に、九州中央自動車道につい

てです。

①のとおり、15.9キロメートルが供用済みで

す。

②の雲海橋―平底間の5.1キロメートルは、国

において、現在事業中であり、このうち、雲海

橋―日之影深角間の2.8キロメートルが平成30

年11月に開通しております。

残りの日之影深角―平底間は、令和３年内、

すなわち今年中に開通予定です。

③の五ヶ瀬東―高千穂間の9.2キロメートル

は、平成30年度に新規事業化。

④の蘇陽―五ヶ瀬東の7.9キロメートルは、令

和２年度に新規事業化。

⑤の高千穂―雲海橋間の約3.3キロメートル

は、今年度、新規事業化されました。いずれも

国において事業中であります。

⑥の平底―蔵田間の約16キロメートルは、調

査中です。

次に、東九州自動車道についてです。

⑦のとおり、136.8キロメートルが供用済みで

す。このうち、延岡南から清武南までが有料区

間です。

⑧の清武南―日南北郷間の17.8キロメートル

は、国が現在事業中であり、芳ノ元トンネル周

辺の地滑り対策が順調に進捗した場合、令和４

年度に開通予定です。

⑨の日南東郷―油津間の3.2キロメートルは、

平成28年度に事業化され、国が現在事業中です。

⑩の油津―南郷間の6.4キロメートル、⑪の奈

留―夏井間の14.1キロメートルは、令和元年度

に新規事業化されました。

⑫の南郷―奈留間の約13キロメートルは、国

が調査中であり、新規事業化を目指しておりま

す。

⑬の宮崎西―清武間の一部3.7キロメートル

は、令和元年度に４車線事業化されました。

⑭の日向―都農間、高鍋―宮崎西間は、令和

２年９月に４車線化の優先整備区間に選定され

ており、その優先整備区間の中から、⑮の高鍋

―西都間の一部4.7キロメートルが、今年度、事

業化されました。

次に、都城志布志道路についてです。

国土交通省、宮崎県、鹿児島県で事業を進め

ているところであります。

⑯の国土交通省施行区間13.4キロメートルは、

横市―平塚間の2.8キロメートルが平成31年３月

に開通するなど、4.7キロメートルが供用済みと

なっております。現在事業中の区間は、都城―

横市間の8.7キロメートルであり、このうち、乙

房―横市間の3.0キロメートルが令和３年度に開

通予定です。

⑰の宮崎県施行区間8.6キロメートルは、金御

岳―県境間の2.9キロメートルが令和３年３月に

開通しましたので、宮崎県施行区間は、全線開

通となっております。
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⑱の鹿児島県施行区間22.3キロメートルは、

有明東―志布志間の3.6キロメートルが令和３年

２月に、県境―末吉間の2.9キロメートルが令和

３年３月に開通しましたので、残る事業中の区

間は、3.2キロメートルとなります。

次に、⑲の新富スマートインターチェンジは、

令和２年度に新規事業化されました。

⑳の川南ＰＡにつきましては、隣接地におき

まして、川南町が、情報発信及び物販施設とし

まして、「かわみなみプラッツ」を整備し、令和

２年４月にオープンしました。

以上が整備状況の説明です。

次に、下の２の主な課題について説明します。

南海トラフ巨大地震などの大規模災害への対

応の観点や、物流の効率化の促進など県内の経

済活動の基盤をつくる観点から、（１）事業化さ

れていない区間の早期事業化、（２）事業中区間

を早期に完成させることが課題です。

次に、（３）ですが、暫定２車線区間において

は、物流拠点である細島港などへの定時性を確

保し、物流の効率化を図るとともに、大規模災

害により被災した場合において、迅速に通行機

能を回復できるよう早期の４車線化が課題です。

（４）ですが、地域の活性化や、高速道路利

用者の安全性・利便性向上の観点から休憩施設

のさらなる充実が課題です。

最後の（５）につきましては、全体に関係す

る話です。高速道路利用による物流の効率化や

利便性向上等のため、アクセス道路などの整備

促進を図るなど、利活用の促進が課題です。

説明は以上です。

○日髙委員長 執行部の説明が終了いたしまし

た。

その他報告事項について質疑はございません

でしょうか。

○窪薗委員 マリーナ施設の次期指定管理の選

定なんですが、今度期限が切れて、５年間新た

に指定管理を公募するということだと思います

が、マリンパークスの２者以外に、別途まだ公

募するような会社、あるいは、団体はあるんで

すか。

○大浦空港・ポートセールス対策監 今期を選

定するときは２社の応募がありました。その１

つ前が複数おりました。なので、今回、広報等

もやりまして、ぜひ、応募する方が来ていただ

ければと考えております。

○窪薗委員 収支も1,000万円近く赤字で、来場

者も少なくなっているというようなことで、コ

ロナ関係だと思いますが、指定管理の単価は、

逆に1,000万円程度増えているということです。

コロナの関係で、早く回復すればいいんでしょ

うけれども、こういった公募となると厳しくな

ると思うんですが、そのあたりをどう見てらっ

しゃるんでしょうか。

○大浦空港・ポートセールス対策監 おっしゃ

るように、特に令和２年度はコロナの影響で、

飲食を提供しているビーチバーガーハウスで50

日程度休業があり、当然、収入が上がりません

ので、大変苦しい状況であっただろうとは想定

しております。御承知のように、今、ワクチン

の接種率も大分高まってきておりまして、本県

経済、日本経済が力強く復帰して、通常に戻っ

ていただくことを期待したいと思います。

また、バーベキュー広場がありまして、広場

自体は無料なんですけれども、資材の貸出しと

か、バーベキューで使うお肉や野菜とかを販売

しておりますので、例えば、そういうところで

頑張っていただくとか、指定管理者から事業計

画としまして、こんなことをやりますよという

のは、毎年度いただいていますので、しっかり



- 41 -

令和３年６月24日(木)

頑張ってほしいということをお伝えしていきた

いなと考えております。

○坂口委員 さっきの労務費見直しです。働き

方改革についても聞かれたけれども、そこんと

ころが、労務単価の見直しだけじゃ、説明が

ちょっと足りないかなと思うんです。だから、

歩掛かりとか、工期とかも含めて、例えば、４

週８休への対応とか、４週６休への対応とか、

それから、ゆとり工期への対応、そういうもの

を含めた労務費を多分聞かれたんじゃないかな

と思うんです。

○桑畑技術企画課長 説明が不足しまして、大

変申し訳ありませんでした。

労務単価も含めまして、今の坂口委員からお

話がありましたように、公共工事全体で働き方

改革の取組を進めております。

まず、適正な利潤を確保していただくという

観点から、先ほど御説明いたしました労務単価

の上昇分を見ていくというところ、あるいは、

歩掛かり等で週休２日の取組でありますとか、

あと、デジタル化、ＩＣＴ講師の活用とか、そ

ういったことでも、工事の効率化を図る取組も

進めているところでございます。

また、工事全体の執行という観点でまいりま

すと、円滑な執行というのが求められてまいり

ます。今、国土強靭化で非常に予算が大きくなっ

ておりますので、このあたりを円滑に執行する

という目的のために、まず、工事の発注時期、

施工時期の平準化というところで、県で四半期

ごとに発注率の目標を定めまして、一定の割合

で年間通じて発注をしていくというような取組

も進めているところです。

受注者でも、受注しやすい環境のために、契

約から工事の着手まで、しばらく時間を持つ、

余裕期間を設定いたしまして、なるべく受注し

やすい環境というのも進めております。今、お

話しましたのも一部でございますけれども、い

ろんな面で建設業者の皆さんの受注環境を高め

るための取組としましても、働き方改革は重点

的に力を入れて進めているところでございます。

○坂口委員 入り口が労務単価というか、契約

変更だったですよね。だから、請負金額の話だ

と思うんです。そこに単なる労務単価だけでは

なくって、経費としても、工期が長引くことに

は対応できますって、それを聞かれたんじゃな

かったかなって、思ったんですよ。だから、そ

こんところを、金額変更に関しての働き方改革

が、経費と単価でどう反映できるかっていうの。

○桑畑技術企画課長 労務単価に加えまして、

実際工事の積算の中でも、より現地の施工に合

わせた形で積算をすることを行っております。

実際は、標準的な歩掛かりで積算をやってまい

りますけれども、それでは現地に合致しない場

合が多くございますので、そういうときには、

施工業者から見積もりをいただきまして、より

現地に合わせた形で積算するという形を取りま

して、極力、実勢な経費を積算の中で見ていく

という努力を進めているところでございます。

○森県土整備部次長（道路・河川・港湾担当）

今のに加えまして、週休２日を達成した場合は、

経費を割増しするということでは、働き方改革

を推進するという取組もやっております。

○坂口委員 多分、そこに漠然としたものを持っ

ておられたんかなと思っていました。今度は、

私の勉強のためですけれども、佐土の谷にだっ

たですか、ＰＣＴという工法が１つ出てきてい

ますよね。それともう一つ、横河ＮＳ・清本特

定ＪＶで、非合成箱桁というのが出てきた。だ

から、合成箱桁と非合成箱桁とか、ＰＣＴの利

点とか、そういったものを時間があるので勉強
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してもらういい機会かなと思って。

○加行道路建設課長 今回のＰＣＴラーメン箱

桁橋につきましては、コンクリート橋というこ

とで、一般的に当然上部と下部で、桁と下部工

を離す部分があります。そこにつきましては、

地震関係で、振動を分散させるといったところ

があります。ただ、今回のＴラーメン桁という

のは、上部工と下部工が一体化しておりまして、

まず、見たところ、地震が起こったときに桁が

落ちません。これが１番の利点であります。た

だ、その分、下部工との力の関係が非常に強く

なるので、地盤が非常によいところでないと施

工できないといったことがあり、選定のときに

非常に検討するところがあります。

それと、今回の川水流橋、メタル橋があるん

ですが、一般的に橋梁につきましては、上部工

はコンクリート橋の桁ですね、それとメタル橋

─鋼製の桁とありますけれども、高いのは鋼

製桁であります。上部工の重量が重いのがコン

クリートで、下部工は、今度は逆にコンクリー

ト橋のほうが高くなるといったようなところで、

非常にそこのバランスが１番選定のときにあり

ます。

１番は先ほど言いました地盤です。地盤が悪

いところにつきましては、どうしても下部工が

大きくなってくるといったところで、上にかかっ

てくる過重を小さくしたいといったことになり

ますので、軽いメタル橋になっていくと。逆に

地盤がいいところになりますと、そんなに下部

工を大きくしなくていいので、コンクリートの

上部工でも安くなります。要は、現場条件でメ

タル橋とコンクリート橋を比較しながら、設計

の段階でやっているところであります。

○坂口委員 そこからが、今度はお尋ねしたい

ところですけれども、それぞれ一長一短あって、

総合的に有利な工法を選択するかが、まず、第

一かなと思うんです。そこで、ちょっと気になっ

ているのが、総合評価のときの実績とか、過去

の経験とか、そういったときにＰＣＴ工法を経

験している業者がどれぐらいいるのかなと。ま

た、メタル橋を経験しているのはどれぐらいい

るのかな。そこがまずあって、ここのこの場所

の橋梁は、やっぱりＰＣだよとか、いや、これ

はメタルだよとか、非合成だよ、合成だよって

なったときに、今回、一般質問で出たように、

地産地消、地元優先となったときに、果たして、

そこに参入できる業者がいるのかなという心配

を持っているんです。だから、どう地元業者を

育成していくか。メタルなんていうのは、ほん

と限られていると思うんです。そこ辺りのとこ

ろが、今後これとどう整合されていくのかなと

いうのが一つ課題としてあるという気がしまし

た。

それから、今、窪薗委員が言われたマリーナ

の指定管理ですね。コロナで大変なダメージを

受けたってありますよね。こういった社会的に

著しい変化─通常想定できないようなことで、

営業に致命的な影響を与えるような出来事が

あったときは、契約約款での工事請負とか、あ

るいは設計変更して、それ見れるんですよとい

うのがありますよね。いわゆる著しい社会的な

変化というものを今回加えて、次の指定管理は

これに基づいて、負担するお金を減らしますよ

とか、お支払いするお金を増やしますよとかい

う柔軟性をルールの上で持つことを検討できな

いでしょうか。

○大浦空港・ポートセールス対策監 リスク管

理ということで、どちらが負担するかというの

は、標準的なパターンがあります。その中で、

今年、総務部の資料を見ますと、コロナ等も特
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別の事情というような協議の対象には、それで

できるかどうか別として修正されていたようで

ございます。なので、今回もそれの標準的なも

のですけれども、それに従って、指定管理を進

めていこうと思っております。

ただ、今回の指定管理の案件につきましては、

利用料金制でやっているわけではなくて、あく

までも自主事業という形でやっていただいてお

りますので、なかなか自主事業で収支の悪くなっ

た分を補填するというのは、厳しいのかなと思っ

ています。利用料金制であれば、例えば、利用

料金で幾らか利益が出れば、県に戻すとか多分

あったと思うんですけれども、もともと、うち

の指定管理につきましては、そういう利用料金

制を取っておりませんので、そこは難しいとこ

ろがあるかなと思っております。

○坂口委員 難しいところなんですけれども、

やっぱり、レストラン事業とか向こうが予定し

ていたいろんな売上げが入ってきていないのは

間違いないんです。

共通ルールを持つべきじゃないかなと思いま

す。営業すればするほど赤字ですよとなったと

きには、それについてはお話して、しっかりお

互いが責任を果たしましょうというものが制度

的に運用の中にあると、説明がやりやすいかな

という気がしたもんです。可能か不可能か僕に

はわかりませんが、今後の課題として検討でも

していただければと思って。

○森県土整備部次長（道路・河川・港湾担当）

今の件につきましては、行政改革推進室とも相

談しながら、他の施設の状況、事例等も確認し

ながら、また考えていきたいと思います。

○大浦空港・ポートセールス対策監 それと指

定管理者の収支の改善で、指定管理者に工夫し

ていただきたいという部分もたくさんあります

がという話をさせていただいたんですが、本日

説明しましたみやざき臨海公園利用促進事業と

か、今回の補正、それから、昨年の７月の臨時

補正でも同じように臨海公園の施設に対しまし

て、密を避けるためにビーチバーガーハウスの

改修などを認めていただいて今実施していると

ころでございますので、施設設置者としての県

もやっているということを追加して申し上げさ

せていただきます。

○有岡委員 指定管理者の関係で１つ教えてい

ただきたいと思いますが、31ページに審査項目

がございます。地域貢献の中に障がい者の就労

支援という分がありますが、雇用の実績はある

のかどうか、まずお尋ねしたいと思います。

臨海公園とか、森林公園ですので、花の植栽

とか、いろいろできる可能性があれば、障がい

者の雇用というのは、一つの厳然たる課題でも

ありますので、県が指定する管理者には、そう

いった要望も必要かなと思うので、実態をまず

お尋ねしたいと思います。

○大浦空港・ポートセールス対策監 審査項目

につきましては、こういう項目を設定しており

まして、事業計画等の中に、こんなことをやり

ますというのを提案していただいて、その提案

に対して点数化していっている状況であります。

宮崎県社会福祉事業団、宮崎障害者就業・生

活支援センターからの実習生の受入れとか、あ

と、今年度は、仕事内容がうまく適合していた

実習生１名を臨海公園の職員として雇用してい

ると報告受けております。

○有岡委員 行政においても障がい者の雇用が

まだまだ目標に達してない状態ですし、関連す

るところにも、そういった呼びかけをしながら、

ぜひ、特別支援学校の生徒さんたちが一つの目

標にしてもらえるようなつながりをつくってい
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ただければありがたいと思います。よろしくお

願いします。

○太田副委員長 28ページの指定管理の関係で

１番上の表の１番下は、①と②の収支差額となっ

ています。これは４年間分が出ていますけれど

も、今度、５年間分で全体的な精算になろうか

と思いますが、コロナ禍では、ここの１と２の

収支差額の５年間の合計は、400万とか、500万

ぐらいの赤字になるのかなと見れます。その場

合、会計上の処理としては、これは事業受けた

側で責任取ってくださいということの意味なの

でしょうか。

○大浦空港・ポートセールス対策監 おっしゃ

るように、みやざき臨海公園と阿波岐原森林公

園の合計値でも、年度ごとに、指定管理料と自

主事業の収入を合わせますと、やはりマイナス

が出ていまして、本年度最後の年なんですけれ

ども、黒字になるかどうかというのは、まだ、

分からないと思うんです。

ただ、先ほど申し上げましたように、この施

設につきましては、利用料金を使って運営とか

いうのではなく、指定管理は指定管理でお願い

している範囲のことをやっていただくと。

あと、利用の促進を図るために、いろいろ自

主事業を展開してくださいという中で、南ビー

チにおきまして、飲食提供を行うという事業計

画を出していただいて、こちらも了承して、頑

張ってくださいという中で出てしまった収支と

いうことですので、これについては、指定管理

者側で対応するというふうになると思います。

○太田副委員長 なかなか受け手の側も厳しい

ですね。会計上、例えば、支出の項の中に減価

償却みたいな、内部留保的なものもあるんです

よというのがあれば、現金の収支はまたプラス

になったりもできるんでしょう。

○大浦空港・ポートセールス対策監 指定管理

料と自主事業を合わせた形で収支計画書をも

らっているときには、それほど大きい収益が出

るような計画ではなかったと思っております。

○坂口委員 難しいところっていうのも分かる

んですけれども、普通あり得ないことが起き

ちゃったということです。そうでないと、例え

ば、審査対象、ポイントの点数対象で、どうやっ

てお客さんを増やしますかとか、お客さんのニ

ーズにどう応えるのというのを聞くわけです。

そのとき、レストランもやります、こういうこ

ともやりますっていうのをまとめて評価して決

めているんです。ところが、今、これをやれば、

うちは500万円の赤字が出るからやめたいとなっ

たときに、それが評価されているからやめられ

ないんですよね。そこを言っているんです。

今回、お互いにとって不幸な出来事で、通常

想定するべき範囲にないことだっていったとき

に、どう知恵を出すかです。じゃあ、レストラ

ンは休んでもいいですよ、約束したようなこと

をこの中から省略して、一時期履行しなくても

いいですよとかいうようなことができるか、そ

れとも続けてくれる代わりに、それは県全体の

利益のためなので、うちも幾らかの応分の負担

をしようということが制度的に入れられないか

なということを聞いているんです。

えびの高原の国民宿舎では、営業を休止した

けれども、何らそこにはペナルティも生じなかっ

たということは、社会的に著しく変化が生じ、

やっぱり常識的に考えて、これ以上やらせるの

は酷だよなという判断があったからだと思うん

です。そういうのをルールとして持ったらどう

ですかということを、さっきは提言というか、

お尋ねしたんですよ。

○大浦空港・ポートセールス対策監 先ほど森
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次長からも申し上げましたように、指定管理者

側から協議があれば、柔軟に対応していきたい

と思っております。現時点では、指定者からは

特段申出はないです。

○日髙委員長 そのほか、よろしいでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○日髙委員長 その他で何かありませんでしょ

うか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○日髙委員長 よろしいですか。

それでは、以上をもって、県土整備部を終了

いたします。

執行部の皆様、お疲れさまでした。

暫時休憩いたします。

午後２時29分休憩

午後２時33分再開

○日髙委員長 それでは、委員会を再開いたし

ます。

まず、採決についてですが、委員会の日程最

終日に行うことになっておりますので、明日、

行いたいと思います。

開会時刻は、１時10分としたいのですが、よ

ろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○日髙委員長 それでは、そのように決定いた

します。

その他何かありませんでしょうか。よろしい

ですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○日髙委員長 それでは、何もないようでした

ら、本日の委員会を終了したいと思います。よ

ろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○日髙委員長 では、以上をもって、本日の委

員会を終わります。ありがとうございました。

午後２時34分散会
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午後１時７分再開

出席委員（８人）

委 員 長 日 髙 陽 一

副 委 員 長 太 田 清 海

委 員 坂 口 博 美

委 員 濵 砂 守

委 員 二 見 康 之

委 員 窪 薗 辰 也

委 員 来 住 一 人

委 員 有 岡 浩 一

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

事務局職員出席者

政策調査課主幹 田 辺 幸 信

議事課主任主事 牛ノ濵 晋 也

○日髙委員長 それでは、委員会を再開いたし

ます。

まず、議案等の採決を行いますが、採決の前

に賛否も含め御意見をお願いしたいと思いま

す。

暫時休憩いたします。

午後１時７分休憩

午後１時８分再開

○日髙委員長 それでは、委員会を再開いたし

ます。

採決を行います。

採決につきましては、議案等ごとがよろしい

でしょうか。一括がよろしいでしょうか。

〔「一括」と呼ぶ者あり〕

○日髙委員長 それでは、一括で行いたいと思

います。採決をいたします。

議案第１号、議案第11号、議案第14号、議案

第15号、議案第16号及び議案第17号につきまし

て、原案のとおり可決または承認することに御

異議ありませんでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○日髙委員長 御異議なしと認めます。よって、

議案第１号、議案第11号、議案第14号、議案第15

号、議案第16号及び議案第17号につきましては、

原案のとおり可決または承認すべきものと決定

をいたしました。

次に、請願の取扱いについてであります。

請願第３号についてでありますが、請願の取

扱いも含め御意見をお願いをいたします。

暫時休憩いたします。

午後１時８分休憩

午後１時14分再開

○日髙委員長 それでは、委員会を再開いたし

ます。

請願第３号を継続審査とすることに賛成の方

の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

○日髙委員長 ありがとうございます。挙手多

数によって、請願第３号は継続審査とすること

に決定いたしました。

次に、委員長報告骨子（案）についてであり

ます。

委員長報告の項目及び内容について御要望等

はありませんか。

暫時休憩をいたします。

午後１時14分休憩

令和３年６月25日(金)
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午後１時17分再開

○日髙委員長 それでは、委員会を再開いたし

ます。

委員長報告につきましては、先ほど出ました

ＥＣの補助について、また、緊急包括支援につ

いての御意見などを含めながら、正副委員長に

御一任いただくことで御異議ありませんでしょ

うか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○日髙委員長 それでは、そのようにいたしま

す。

次に、閉会中の継続調査についてお諮りした

いと思います。

商工観光振興対策及び土木行政の推進に関す

る調査について、継続調査といたしたいと思い

ますが、御異議ありませんでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○日髙委員長 御異議ありませんので、その旨、

議長に申し出ることといたします。

次に、延期となっておりました県内調査につ

いて、予定どおり、県北調査を７月６日火曜日

から７日水曜日、そして、県南調査を７月13日

火曜日から14日水曜日にそれぞれ実施しますの

で、皆様、よろしくお願いいたします。

また、県外調査につきましては、10月13日水

曜日から15日金曜日に実施予定ですが、現時点

で何か御意見、御要望等がありましたら、併せ

てお出しいただきたいと思います。

暫時休憩をいたします。

午後１時18分休憩

午後１時21分再開

○日髙委員長 それでは、委員会を再開いたし

ます。

県外調査につきましては、７月19日の閉会中

の委員会で、改めて御意見をいただきたいと思

います。よろしくお願いします。

次に、７月19日月曜日に予定されております

閉会中の委員会につきまして、御意見をお伺い

したいと思います。

暫時休憩いたします。

午後１時21分休憩

午後１時25分再開

○日髙委員長 委員会を再開いたします。

それでは、７月19日月曜日の閉会中の委員会

につきましては、宮崎カーフェリー、そして臨

海公園、または一ツ葉海岸の調査という内容で

御異議ございませんでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○日髙委員長 それでは、そのようにいたしま

す。

最後に、その他で何かありませんでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○日髙委員長 それでは、以上で委員会を終了

いたします。

委員の皆様、お疲れさまでした。ありがとう

ございました。

午後１時26分閉会
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